
◆令和5年11月24日再公告にあたっての公告資料の主な変更箇所

新 旧 備考

再公告に伴い、スケジュール変更に係る日付を修正した。 －

国道116号美咲町・新光町電線共同溝PFI事業
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頁 新 旧 備考

1 入札公告（建設工事）【再公告】 入札公告（建設工事）（追加） （追加）

2

3

１ 事業概要
（略）
（4）事業場所

① 所在地 新潟県新潟市中央区新光町地先
② 事業対象 一般国道１１６号
③ 延長 1.16km（道路延長：0.58km）

（略）
（6）事業期間 事業契約締結日から令和29年3月31日まで
（略）

１ 事業概要
（略）
（4）事業場所

① 所在地 新潟県新潟市中央区美咲町一丁目～新潟県新
潟市中央区新光町地先

② 事業対象 一般国道１１６号
③ 延長 2.92km（道路延長：1.46km）

（略）
（6）事業期間 事業契約締結日から令和35年3月31日まで
（略）

（変更）

（変更）

（変更）

入札公告 新旧対照表
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頁 新 旧 備考

（削除）

（削除）

2 競争参加資格
（略）
（4）工事企業の競争参加資格要件
（略）
③ 次の基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事
業務に配置できること。（略）
（オ）配置予定技術者については、同一の技術者を重複して
他の工事等の候補者とすることは差し支えないが、入札前
に、同一の技術者を重複して複数工事（本件を除く。）の配
置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札（特例
監理技術者を配置予定の場合は、同一の技術者が2件目の他
の工事を落札）したことにより配置予定の技術者を配置する
ことができなくなったときは、入札してはならず、申請書を
提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の
工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置すること
ができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停
止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。また、入札
後、他の工事を落札（特例監理技術者を配置予定の場合は、
同一の技術者が2件目の他の工事を落札）したことにより配
置予定の技術者を配置できなくなったときは、直ちに申し出
を行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術
者を配置することができないにもかかわらず、落札決定まで
の間に申し出がない場合においては、指名停止措置要領に基
づく指名停止を行うことがある。

2 競争参加資格
（略）
（4）工事企業の競争参加資格要件
（略）
③ 次の基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事
業務に配置できること。（略）
（オ）配置予定技術者については、同一の技術者を重複して
他の工事等の候補者とすることは差し支えないが、入札前
に、同一の技術者を重複して複数工事（本件を除く。）の配
置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札（削
除）したことにより配置予定の技術者を配置することができ
なくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者
は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札
したことにより配置予定の技術者を配置することができない
にもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領
に基づく指名停止を行うことがある。また、入札後、他の工
事を落札（削除）したことにより配置予定の技術者を配置で
きなくなったときは、直ちに申し出を行うこと。他の工事を
落札したことにより配置予定の技術者を配置することができ
ないにもかかわらず、落札決定までの間に申し出がない場合
においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うこと
がある。

3

15

17

21

22
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頁 新 旧 備考

30

31

4 総合評価に関する事項
（略）
（2）入札参加者からの事業提案を入札説明書に添付する事
業者選定基準に基づき審査する。（略）
② 事業提案のうち北陸地方整備局が特に重視する項目（内
容点項目）について、その提案が優れていると認められるも
のは、その程度に応じて内容点（最高点665点）を付与す
る。
③ 賃上げの実施に関する項目（内容点項目）として内容点
（最高点35点）を付与する。

4 総合評価に関する事項
（略）
（2）入札参加者からの事業提案を入札説明書に添付する事
業者選定基準に基づき審査する。（略）
② 事業提案のうち北陸地方整備局が特に重視する項目（内
容点項目）について、その提案が優れていると認められるも
のは、その程度に応じて内容点（最高点670点）を付与す
る。
③ 賃上げの実施に関する項目（内容点項目）として内容点
（最高点30点）を付与する。

（変更）

（変更）
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頁 新 旧 備考

表紙 入札説明書【再公告】 入札説明書（追加） （追加）

2

３

第2章 対象事業の概要
3. 事業概要
（略）
(3) 事業場所
・所在地：新潟県新潟市中央区新光町地先
・事業対象：一般国道１１６号
・延長：1.16km（道路延長：0.58km）
（略）

(7)事業期間等
ア 事業期間
本事業の事業期間は、北陸地方整備局と特定事業を実施する
民間事業者との間で締結する本事業の実施に関する契約（以
下「事業契約」という。）の締結日から令和29年3月31日ま
での約23年間を予定する。

第2章 対象事業の概要
3. 事業概要
（略）
(3) 事業場所
・所在地：新潟県新潟市中央区美咲町一丁目～新潟県新潟市
中央区新光町地先
・事業対象：一般国道１１６号
・延長：2.92km（道路延長：1.46km）
（略）
(7)事業期間等
ア 事業期間
本事業の事業期間は、北陸地方整備局と特定事業を実施する
民間事業者との間で締結する本事業の実施に関する契約（以
下「事業契約」という。）の締結日から令和35年3月31日ま
での約29年間を予定する。

（変更）

（変更）

（変更）

入札説明書 新旧対照表

 

事業契約締結 令和 6年 3月頃 

事業期間 事業契約締結日～令和 29 年 3 月末  

 設計・工事期間 事業契約締結日～令和 13 年 3 月頃  

維持管理期間 令和 13 年 4 月～令和 29年 3月末  

 

 

事業契約締結 令和 6 年 3月頃 

事業期間 事業契約締結日～令和 35年 3 月末  

 設計・工事期間 事業契約締結日～令和 13年 3 月頃  

維持管理期間 令和 13 年 4 月～令和 35 年 3月末  
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頁 新 旧 備考

4
9

10

11

第3章  応募者の競争参加資格要件
4. 工事企業の競争参加資格要件
（略）
ウ
（略）
(オ) 配置予定技術者については、同一の技術者を重複して他
の工事等の候補者とすることは差し支えないが、入札前に、
同一の技術者を重複して複数工事（本件を除く。）の配置予
定の技術者とする場合において、他の工事を落札（削除）し
たことにより配置予定の技術者を配置することができなく
なったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、
直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札した
ことにより配置予定の技術者を配置することができないにも
かかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基
づく指名停止を行うことがある。また、入札後、他の工事を
落札（削除）したことにより配置予定の技術者を配置できな
くなったときは、直ちに申し出を行うこと。（略）

第3章  応募者の競争参加資格要件
4. 工事企業の競争参加資格要件
（略）
ウ
（略）
(オ) 配置予定技術者については、同一の技術者を重複して他
の工事等の候補者とすることは差し支えないが、入札前に、
同一の技術者を重複して複数工事（本件を除く。）の配置予
定の技術者とする場合において、他の工事を落札（特例監理
技術者を配置予定の場合は、同一の技術者が2件目の他の工
事を落札）したことにより配置予定の技術者を配置すること
ができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出
した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事
を落札したことにより配置予定の技術者を配置することがで
きないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措
置要領に基づく指名停止を行うことがある。また、入札後、
他の工事を落札（特例監理技術者を配置予定の場合は、同一
の技術者が2件目の他の工事を落札）したことにより配置予
定の技術者を配置できなくなったときは、直ちに申し出を行
うこと。（略）

（削除）

（削除）
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頁 新 旧 備考

14 (3) 代表企業、構成企業又は協力企業の変更
競争参加資格確認後は、代表企業、構成企業又は協力企業の
変更及び追加並びに携わる予定業務の変更は認めない。ただ
し、やむを得ない事情が生じ、構成企業又は協力企業を入札
書及び第二次審査提出書類提出日までに変更又は追加しよう
とする者にあっては、北陸地方整備局と事前協議を行い、北
陸地方整備局の承諾を得るとともに、変更又は追加後におい
て第3章に掲げる競争参加資格を有することが確認できる場
合（当該変更又は追加しようとする企業が、第3章3.ア、4.
ア、5.ア、又は6.アの認定等を受けていない企業（当該認定
等に係る申請を行ったことを確認できる企業に限る。）であ
る場合は、当該企業が、第3章2.までに掲げる要件を満たし
ており、かつ、第3章3.ア、4.ア、5.ア、又は6.アの認定等を
受けていない企業にあっては、それぞれ第3章3.イからエま
で、4.イ及びウ、5.イ及びウ又は6.イに掲げる要件を満たし
ているときは開札の時において上記企業が第3章3.ア、4.ア、
5.ア、又は6.アに掲げる要件を満たしていることを条件とす
る。）に限り、構成企業又は協力企業の変更及び追加並びに
携わる予定業務の変更をすることができる。
なお、この場合においては、速やかに構成企業等変更届を
「様式集」（添付8）に定めるところに従い提出すること。

(3) 代表企業、構成企業又は協力企業の変更
競争参加資格確認後は、代表企業、構成員又は協力企業の変
更及び追加並びに携わる予定業務の変更は認めない。ただ
し、やむを得ない事情が生じ、構成員又は協力企業を入札書
及び第二次審査提出書類提出日までに変更又は追加しようと
する者にあっては、北陸地方整備局と事前協議を行い、北陸
地方整備局の承諾を得るとともに、変更又は追加後において
第3章に掲げる競争参加資格を有することが確認できる場合
（当該変更又は追加しようとする企業が、第3章3.ア、4.ア、
5.ア、又は6.アの認定等を受けていない企業（当該認定等に
係る申請を行ったことを確認できる企業に限る。）である場
合は、当該企業が、第3章2.までに掲げる要件を満たしてお
り、かつ、第3章3.ア、4.ア、5.ア、又は6.アの認定等を受け
ていない企業にあっては、それぞれ第3章3.イからエまで、4.
イ及びウ、5.イ及びウ又は6.イに掲げる要件を満たしている
ときは開札の時において上記企業が第3章3.ア、4.ア、5.ア、
又は6.アに掲げる要件を満たしていることを条件とする。）
に限り、構成員又は協力企業の変更及び追加並びに携わる予
定業務の変更をすることができる。
なお、この場合においては、速やかに構成員等変更届を「様
式集」（添付8）に定めるところに従い提出すること。

（変更）

（変更）

（変更）

（変更）
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頁 新 旧 備考

15

16

4. 入札書及び第二次審査提出書類の提出
（略）
(1) 賃上げの実施に関する評価
（略）
※上記(ア)、(イ)の提出書類により賃上げ実績が確認できな
い場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者によ
り、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書
類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書
類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出
方法、考え方及び具体的な例は「第三者により賃上げ実績を
確認できる場合の書類提出方法・具体的な例【再公告】」
（添付13）のとおりである。
（略）

4. 入札書及び第二次審査提出書類の提出
（略）
(1) 賃上げの実施に関する評価
（略）
※上記(ア)、(イ)の提出書類により賃上げ実績が確認できな
い場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者によ
り、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書
類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書
類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出
方法、考え方及び具体的な例は（追加）添付13のとおりであ
る。
（略）

（追加）

17

18

19

5. 入札方法等
（略）
(5) 入札価格の記載
（略）
基準金利の料率は、金利確定日に公表される国債金利15年も
のを基準金利とし、割賦手数料は、これに応募者の提案によ
る利ざや（スプレッド）を足したものとする。
（略）

5. 入札方法等
（略）
(5) 入札価格の記載
（略）
基準金利の料率は、金利確定日に公表される国債金利20年も
のを基準金利とし、割賦手数料は、これに応募者の提案によ
る利ざや（スプレッド）を足したものとする。
（略）

（変更）
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頁 新 旧 備考

20

21

22

第5章  落札者の決定方法等
（略）
3. 落札者の選定方法
（略）
(4) 総合評価
（略）
イ 入札参加者からの事業提案を「事業者選定基準」（添付
6）に基づき審査する。ただし、事業提案に要求範囲外の提
案が記載されていた場合、その部分は採点対象としない。
（略）
(イ) 事業提案のうち北陸地方整備局が特に重視する項目（内
容点項目）について、その提案が優れていると認められるも
のは、その程度に応じて内容点（最高点665点）を付与す
る。
(ウ) 賃上げの実施に関する項目（内容点項目）として内容点
（最高点35点）を付与する。
（略）

第5章  落札者の決定方法等
（略）
3. 落札者の選定方法
（略）
(4) 総合評価
（略）
イ 入札参加者からの事業提案を「事業者選定基準」（添付
6）に基づき審査する。ただし、事業提案に要求範囲外の提
案が記載されていた場合、その部分は採点対象としない。
（略）
(イ) 事業提案のうち北陸地方整備局が特に重視する項目（内
容点項目）について、その提案が優れていると認められるも
のは、その程度に応じて内容点（最高点670点）を付与す
る。
(ウ) 賃上げの実施に関する項目（内容点項目）として内容点
（最高点30点）を付与する。
（略）

（変更）

（変更）
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頁 新 旧 備考

表紙 事業契約書（案）【再公告】 事業契約書（案）（追加） （追加）

契約
書

表紙

国道１１６号美咲町・新光町電線共同溝ＰＦＩ事業に関する
事業契約書（案）
1 事業名 国道１１６号美咲町・新光町電線共同溝ＰＦＩ
事業

 2 事業場所 自）新潟県新潟市中央区新光町地先
         至）新潟県新潟市中央区新光町地先
3 事業期間 契約締結日から令和29年3月31日まで
      （引渡予定日 令和13年3月31日）
（略）

国道１１６号美咲町・新光町電線共同溝ＰＦＩ事業に関する
事業契約書（案）

 1 事業名 国道１１６号美咲町・新光町電線共同溝ＰＦＩ
事業

 2 事業場所 自）新潟県新潟市中央区美咲町一丁目地先
         至）新潟県新潟市中央区新光町地先
3 事業期間 契約締結日から令和35年3月31日まで
      （引渡予定日 令和13年3月31日）
（略）

（変更）

（変更）

3

5

第2章 本事業の実施に関する事項
（契約の期間）
第7条 本契約は、その締結日からその効力を生じ、理由の
如何を問わず本契約が終了した日又は令和29年3月31日のい
ずれか早い方の日に終了する。
（略）
（事業工程表）
第12条 「事業者」は、本契約の締結後14日以内に、「事業
契約書等」に基づき、本契約の締結日から令和29年3月31日
までの「事業工程表」を作成し、「発注者」に提出するとと
もに確認を受けなければならない。
（略）

第2章 本事業の実施に関する事項
（契約の期間）
第7条 本契約は、その締結日からその効力を生じ、理由の
如何を問わず本契約が終了した日又は令和35年3月31日のい
ずれか早い方の日に終了する。
（略）
（事業工程表）
第12条 「事業者」は、本契約の締結後14日以内に、「事業
契約書等」に基づき、本契約の締結日から令和35年3月31日
までの「事業工程表」を作成し、「発注者」に提出するとと
もに確認を受けなければならない。
（略）

（変更）

（変更）

入札説明書 添付１ 事業契約書（案） 新旧対照表
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頁 新 旧 備考

28

31

32

第7章 本契約の解除及び終了に関する事項
（略）
第2節 引渡日前における契約解除の効力
（事業者の責めに帰すべき事由による契約解除の効力）
第81条（略）
四（略）
イ 「発注者」が定めた期日（ただし、令和29年4月30日を
超えない。）までに一括して支払う。
（略）

第7章 本契約の解除及び終了に関する事項
（略）
第2節 引渡日前における契約解除の効力
（事業者の責めに帰すべき事由による契約解除の効力）
第81条（略）
四（略）
イ 「発注者」が定めた期日（ただし、令和35年4月30日を
超えない。）までに一括して支払う。
（略）

（変更）

33

（発注者の任意による又は発注者の責めに帰すべき事由によ
る契約解除の効力）
第82条（略）
2（略）
三（略）
イ 「発注者」が定めた期日（ただし、令和29年4月30日を
超えない。）までに一括して支払う。
（略）
（法令等の変更等又は不可抗力等による契約解除の効力）
第83条（略）
四（略）
イ 「発注者」が定めた期日（ただし、令和29年4月30日を
超えない。）までに一括して支払う。
（略）

（発注者の任意による又は発注者の責めに帰すべき事由によ
る契約解除の効力）
第82条（略）
2（略）
三（略）
イ 「発注者」が定めた期日（ただし、令和35年4月30日を
超えない。）までに一括して支払う。
（略）
（法令等の変更等又は不可抗力等による契約解除の効力）
第83条（略）
四（略）
イ 「発注者」が定めた期日（ただし、令和35年4月30日を
超えない。）までに一括して支払う。
（略）

（変更）

（変更）

11



頁 新 旧 備考

33

34

35

第3節 本施設引渡し後における契約解除の効力
（事業者の責めに帰すべき事由による契約解除の効力）
第84条（略）
四（略）
イ 「発注者」が定めた期日（ただし、令和29年4月30日を
超えない。）までに一括して支払う。
（略）
（発注者の任意による又は責めに帰すべき事由による契約解
除の効力）
第85条（略）
2（略）
三（略）
イ 「発注者」が定めた期日（ただし、令和29年4月30日を
超えない。）までに一括して支払う。
（略）

第3節 本施設引渡し後における契約解除の効力
（事業者の責めに帰すべき事由による契約解除の効力）
第84条（略）
四（略）
イ 「発注者」が定めた期日（ただし、令和35年4月30日を
超えない。）までに一括して支払う。
（略）
（発注者の任意による又は責めに帰すべき事由による契約解
除の効力）
第85条（略）
2（略）
三（略）
イ 「発注者」が定めた期日（ただし、令和35年4月30日を
超えない。）までに一括して支払う。
（略）

（変更）

（変更）

（法令等の変更等、追加等又は不可抗力等による契約解除の
効力）
第86条（略）
四（略）
イ 「発注者」が定めた期日（ただし、令和29年4月30日を
超えない。）までに一括して支払う。

（法令等の変更等、追加等又は不可抗力等による契約解除の
効力）
第86条（略）
四（略）
イ 「発注者」が定めた期日（ただし、令和35年4月30日を
超えない。）までに一括して支払う。

（変更）

12



頁 新 旧 備考

36 第4節 本契約の終了
（期間満了による終了）
第87条 本契約は、本契約において別途規定されている場合
を除き、令和29年3月31日をもって終了する。

第4節 本契約の終了
（期間満了による終了）
第87条 本契約は、本契約において別途規定されている場合
を除き、令和35年3月31日をもって終了する。 （変更）

39 附則 【※SPCを設立しない場合は本附則を削除します】 附則 【※SPLを設立しない場合は本附則を削除します】
（変更）

13



頁 新 旧 備考

表紙 要求水準書【再公告】 要求水準書（追加） （追加）
1

4

第1章  総則
1. 要求水準の位置づけ
「国道１１６号美咲町・新光町電線共同溝ＰＦＩ事業要求水
準書」（以下「要求水準書」という。）は、国道１１６号新
潟県新潟市中央区新光町地先において、電線共同溝の整備等
に関する特別措置法（平成7年法律第39号）第2条第3項に定
める電線共同溝（以下「電線共同溝」という。）の整備・維
持管理事業（以下「本事業」という。）を遂行するにあた
り、事業者に求める業務の水準（以下「要求水準」とい
う。）である。
（略）
13. 諸条件
(1) 事業対象区域の概要
ア 所在地
 新潟県新潟市中央区新光町地先

（略）
ウ 延長
 1.16km（道路延長：0.58km）
（略）

第1章  総則
1. 要求水準の位置づけ
「国道１１６号美咲町・新光町電線共同溝ＰＦＩ事業要求水
準書」（以下「要求水準書」という。）は、国道１１６号新
潟県新潟市中央区美咲町一丁目～新潟県新潟市中央区新光町
地先において、電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平
成7年法律第39号）第2条第3項に定める電線共同溝（以下
「電線共同溝」という。）の整備・維持管理事業（以下「本
事業」という。）を遂行するにあたり、事業者に求める業務
の水準（以下「要求水準」という。）である。
（略）
13. 諸条件
(1) 事業対象区域の概要
ア 所在地
新潟県新潟市中央区美咲町一丁目～新潟県新潟市中央区新光
町地先
（略）
ウ 延長
 2.92km（道路延長：1.46km）
（略）

（変更）

（変更）

（変更）

入札説明書 添付２ 要求水準書 新旧対照表

14



頁 新 旧 備考

7
11

12

第2章  設計業務
3. 事前調査業務
(1) 試掘調査
ア 試掘調査
（略）
試掘実施箇所は、1箇所あたり（1.0ｍ×2.5ｍ×1.5ｍ）で、
10箇所（既存埋設物移設想定箇所）を想定している。ただ
し、現地調査の結果、これによりがたい場合は北陸地方整備
局と協議の上、変更契約の対象とする。
また、試掘及び本掘削における監視員は、埋設物件事故防止
費として普通作業員を夜間延べ5人計上しているが試掘箇所
数の変更や現場条件等により変更 が生じた場合は、北陸地
方整備局と協議のうえ、変更契約の対象とする。
既存埋設物移設想定箇所：2箇所/日 ※延べ5日を想定
なお、試掘に際して、交通の安全確保が必要な場合は、交通
誘導警備員を配置する。なお、交通誘導警備員(交通誘導警
備員Ａ 2人日、交通誘導警備員Ｂ 8人日)を予定している。
（略）

第2章  設計業務
3. 事前調査業務
(1) 試掘調査
ア 試掘調査
（略）
試掘実施箇所は、1箇所あたり（1.0ｍ×2.5ｍ×1.5ｍ）で、
17箇所（既存埋設物移設想定箇所）を想定している。ただ
し、現地調査の結果、これによりがたい場合は北陸地方整備
局と協議の上、変更契約の対象とする。
また、試掘及び本掘削における監視員は、埋設物件事故防止
費として普通作業員を夜間延べ9人計上しているが試掘箇所
数の変更や現場条件等により変更 が生じた場合は、北陸地
方整備局と協議のうえ、変更契約の対象とする。
既存埋設物移設想定箇所：2箇所/日 ※延べ9日を想定
なお、試掘に際して、交通の安全確保が必要な場合は、交通
誘導警備員を配置する。なお、交通誘導警備員(交通誘導警
備員Ａ 4人日、交通誘導警備員Ｂ 12人日)を予定している。
（略）

（変更）

（変更）

（変更）

（変更）
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頁 新 旧 備考

12

13

(2) 地質調査
地質調査の実施内容は以下を想定する。
ア 機械ボーリング
(ア)φ66mmボーリング（ノンコアボーリング50m以下、鉛
直下方）
数量：20ｍ 3箇所 (１箇所あたり内訳；砂・砂質土15ｍ
粘性土・シルト5m)
φ86mmボーリング（ノンコアボーリング50m以下、鉛直下
方）
数量：3ｍ 3箇所 (１箇所あたり内訳；砂・砂質土3ｍ)
(イ)サンプリング
共通仕様書に基づき、試料の採取を行う。
①固定ピストン式シンウォールサンプラー 数量：3本（粘
性土（０≦N＜４））
(ウ)サウンディング及び原位置試験
共通仕様書に基づき、サウンディング及び原位置試験を行
う。
①標準貫入試験 砂・砂質土 数量：45回
標準貫入試験 粘土・シルト 数量：15回
(エ)準備及び後片付け 数量：1業務
資機材の準備・保管、ボーリング地点の整地・後片付け位置
出し測量等を行う。

(2) 地質調査
地質調査の実施内容は以下を想定する。
ア 機械ボーリング
(ア)φ66mmボーリング（ノンコアボーリング50m以下、鉛
直下方）
数量：20ｍ 7箇所 (１箇所あたり内訳；砂・砂質土15ｍ
粘性土・シルト5m)
φ86mmボーリング（ノンコアボーリング50m以下、鉛直下
方）
数量：3ｍ 7箇所 (１箇所あたり内訳；砂・砂質土3ｍ)
(イ)サンプリング
共通仕様書に基づき、試料の採取を行う。
①固定ピストン式シンウォールサンプラー 数量：7本（粘
性土（０≦N＜４））
(ウ)サウンディング及び原位置試験
共通仕様書に基づき、サウンディング及び原位置試験を行
う。
①標準貫入試験 砂・砂質土 数量：105回
標準貫入試験 粘土・シルト 数量：35回
(エ)準備及び後片付け 数量：1業務
資機材の準備・保管、ボーリング地点の整地・後片付け位置
出し測量等を行う。

（変更）

（変更）

（変更）

（変更）
（変更）
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頁 新 旧 備考

13 (オ)足場仮設
機械ボーリングに必要な機械及び仮設足場の設置撤去を行
う。
①平坦地足場（高さ0.3ｍ超、ボーリング深度 50m以下）
数量：3箇所
(カ)調査孔閉塞 数量：3箇所
調査孔の閉塞を行う。
(キ)環境保全（仮囲い） 数量：3箇所
ボーリングを行う場所等で安全上、環境保全上、囲いが必要
な場合を行う。
(ク)土質・土壌試験
以下の試験項目について、共通仕様書に基づき試験を行う。
・土の密度試験 数量：3試料
※１試料につき３個を基準としている。
・土の含水比試験 数量：3試料
※１試料につき３個を基準としている。
・土の湿潤密度試験 数量：3試料
※１試料につき３個、Ａ法を基準としている。
・土の粒度試験 数量：3試料
※沈降分析（ふるい分析含む）を基準としている。
・土の液性限界試験 数量：3試料
※１試料につき６点を基準としている。

(オ)足場仮設
機械ボーリングに必要な機械及び仮設足場の設置撤去を行
う。
①平坦地足場（高さ0.3ｍ超、ボーリング深度 50m以下）
数量：7箇所
(カ)調査孔閉塞 数量：7箇所
調査孔の閉塞を行う。
(キ)環境保全（仮囲い） 数量：7箇所
ボーリングを行う場所等で安全上、環境保全上、囲いが必要
な場合を行う。
(ク)土質・土壌試験
以下の試験項目について、共通仕様書に基づき試験を行う。
・土の密度試験 数量：7試料
※１試料につき３個を基準としている。
・土の含水比試験 数量：7試料
※１試料につき３個を基準としている。
・土の湿潤密度試験 数量：7試料
※１試料につき３個、Ａ法を基準としている。
・土の粒度試験 数量：7試料
※沈降分析（ふるい分析含む）を基準としている。
・土の液性限界試験 数量：7試料
※１試料につき６点を基準としている。

（変更）
（変更）

（変更）

（変更）

（変更）

（変更）

（変更）

（変更）
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13 ・土の塑性限界試験 数量：3試料
※１試料につき３個を基準としている。
・土の一軸圧縮試験 数量：3試料
※１試料につき２供試体を基準としている。
(ケ)解析等調査
共通仕様書に基づき、解析等調査を実施するものとする。
（ボーリング3本）
・資料整理とりまとめ
・断面図等の作成
(コ)交通誘導警備員
・交通誘導警備員Ａ 数量：１５人日
（略）
・交通誘導警備員Ｂ 数量：１５人日
（略）

・土の塑性限界試験 数量：7試料
※１試料につき３個を基準としている。
・土の一軸圧縮試験 数量：7試料
※１試料につき２供試体を基準としている。
(ケ)解析等調査
共通仕様書に基づき、解析等調査を実施するものとする。
（ボーリング7本）
・資料整理とりまとめ
・断面図等の作成
(コ)交通誘導警備員
・交通誘導警備員Ａ 数量：3５人日
（略）
・交通誘導警備員Ｂ 数量：3５人日
（略）

（変更）

（変更）

（変更）

（変更）

（変更）

イ 解析等業務
(ア)解析等業務
共通仕様書に基づいて、解析等業務を実施するものとする。
（ボーリング３本）
（略）

イ 解析等業務
(ア)解析等業務
共通仕様書に基づいて、解析等業務を実施するものとする。
（ボーリング7本）
（略）

（変更）
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14

15

4. 詳細設計業務
（略）
(2) 設計業務及び設計条件
ア 電線共同溝修正設計
（略）
設計条件：設計延長1.16ｋｍ（0.58km×2（上下線））、詳
細設計成果あり、市街地（DID地区）
       応力計算 各1ケース
（略）
オ 仮設構造物詳細設計（自立式）
（略）
設計条件：土質調査ごとに１ケース、計３ケース（１ケース
＋類似２ケース）

4. 詳細設計業務
（略）
(2) 設計業務及び設計条件
ア 電線共同溝修正設計
（略）
設計条件：設計延長2.92ｋｍ（1.46km×2（上下線））、詳
細設計成果あり、市街地（DID地区）
       応力計算 各1ケース
（略）
オ 仮設構造物詳細設計（自立式）
（略）
設計条件：土質調査ごとに１ケース、計７ケース（１ケース
＋類似６ケース）

（変更）

（変更）
（変更）
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19

24

26

28

29

36

第3章  工事業務
1. 基本事項
（略）
(18) 法定外の労災保険の付保
本工事において、工事業務を行う事業者は法定外の労災保険
に付さなければならない。
（略）
4. 整備工事業務（特記事項）
（略）
(3) 構造物一般
（略）
オ 構造物基礎（直接基礎）

（略）
(22) 交通管理
本工事の交通管理には、交通誘導警備員(交通誘導警備員Ａ
300人・日、交通誘導警備員Ｂ 300人・日)を予定してい
る。
（略）

第3章  工事業務
1. 基本事項
（略）
(18) 法定外の労災保険の付保
本工事において、（追加）事業者は法定外の労災保険に付さ
なければならない。
（略）
4. 整備工事業務（特記事項）
（略）
(3) 構造物一般
（略）
オ 構造物基礎（直接基礎）

（略）
(22) 交通管理
本工事の交通管理には、交通誘導警備員(交通誘導警備員Ａ
700人・日、交通誘導警備員Ｂ 700人・日)を予定してい
る。
（略）

（追加）

（変更）

（変更）

対象 載荷重 回数 

L 型擁壁 

土留型特殊部 
50kN 以内 7 回 

対象 載荷重 回数 

L 型擁壁 

土留型特殊部 
50kN 以内 5 回 

20
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41 (35) その他
（略）

 イコリンズへの位置情報の入力
（略）
起点 新潟県新潟市中央区新光町地先 緯度 37°53’57”
経度 139°01’20”
（略）

(35) その他
（略）

 イコリンズへの位置情報の入力
（略）
起点 新潟県新潟市中央区美咲町一丁目地先 緯度 37°
53’30” 経度 139°01’07”
（略）

（変更）
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45

48

49

第5章  維持管理業務
1. 基本事項
（略）
(2) 業務期間
維持管理業務の期間は、事業者が北陸地方整備局に電線共同
溝を引渡した日（令和13年3月末）より、令和29年3月末日
までとする。
（略）
3. 台帳作成・管理業務
（略）
(1) 一般事項
台帳作成・管理業務は、事業者が北陸地方整備局に電線共同
溝を引渡した日より１年以内に維持管理対象施設に係る管理
台帳を作成することを目的に行うものとする。
(2) 業務期間
台帳作成・管理業務の期間は、事業者が北陸地方整備局に電
線共同溝を引渡した日より、１年後までとする。
（(2)業務期間を追加し、以降の番号を繰り下げ）
（略）

第5章  維持管理業務
1. 基本事項
（略）
(2) 業務期間
維持管理業務の期間は、事業者が北陸地方整備局に電線共同
溝を引渡した日（令和13年3月末）より、令和35年3月末日
までとする。
（略）
3. 台帳作成・管理業務
（略）
(1) 一般事項
台帳作成・管理業務は、（追加）維持管理対象施設に係る管
理台帳を作成することを目的に行うものとする。

（追加）
（略）

（変更）

（追加）

（追加）
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49

50

4. 維持管理業務に係る調整業務
（略）
(2) 業務期間
維持管理業務に係る調整業務は、事業者が北陸地方整備局に
電線共同溝を引渡した日より、２年後までとする。
（(2)業務期間を追加し、以降の番号を繰り下げ）
（略）
(4) 要求水準
（略）
イ 業務の範囲
工事完了後に行う入線及び抜柱に関する業務範囲を下表に示
す。事業者は、設計した連系設備整備、入線及び抜柱までを
計画的に実施するため、占用業者等及び関係機関と実施工程
の調整及び管理を行い、（削除）年度の上半期中に翌年度の
実施箇所や実施時期を北陸地方整備局と調整すること。申請
許可等の手続き及び実施に関する業務は北陸地方整備局と占
用業者等で直接行う。
（略）

4. 維持管理業務に係る調整業務
（略）
（追加）

（略）
(4) 要求水準
（略）
イ 業務の範囲
工事完了後に行う入線及び抜柱に関する業務範囲を下表に示
す。事業者は、設計した連系設備整備、入線及び抜柱までを
計画的に実施するため、占用業者等及び関係機関と実施工程
の調整及び管理を行い、各年度の上半期中に翌年度の実施箇
所や実施時期を北陸地方整備局と調整すること。申請許可等
の手続き及び実施に関する業務は北陸地方整備局と占用業者
等で直接行う。
（略）

（追加）

（削除）
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51 資料1 用語の定義
（略）
キ 「事業期間」とは、本契約の締結日を開始日（同日を含
む。）とし、理由の如何を問わず本契約が終了した日又は令
和29年3月末のいずれか早い方の日を終了日（同日を含
む。）とする期間をいう。
（略）

資料1 用語の定義
（略）
キ 「事業期間」とは、本契約の締結日を開始日（同日を含
む。）とし、理由の如何を問わず本契約が終了した日又は令
和35年3月末のいずれか早い方の日を終了日（同日を含
む。）とする期間をいう。
（略）

（変更）

53 資料2 事業対象位置図 資料2 事業対象位置図

（変更）
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54 資料3-1 事業対象区域図（設計業務・工事業務）

（変更）

55 資料3-2 事業対象区域図（維持管理業務） 資料3-2 事業対象区域図（維持管理業務）

（変更）
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表紙 事業者等が付す保険等【再公告】 事業者等が付す保険等（追加） （追加）

入札説明書 添付３ 事業者等が付す保険等 新旧対照表
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表紙 業績等の監視及び改善要求措置要領【再公告】 業績等の監視及び改善要求措置要領（追加） （追加）
6 第4章 維持管理業務に関する業績等の監視及び改善要求措置

等
（略）

 2.改善要求措置等
（略）

 (2)再改善勧告等
（略）
イ 改善・復旧計画の作成及び確認
（略）
また、事業者から直ちに改善・復旧計画書が提出されない場
合、又は提出された改善・復旧計画書の内容がその変更を求
めても改善・復旧することが明らかに不可能であると認めら
れる場合には、事業者との協議によって、業務不履行となっ
た業務を受託又は請け負っている構成企業若しくは協力企業
を、他の構成企業若しくは協力企業に変更することを求める
ことができる。

第4章 維持管理業務に関する業績等の監視及び改善要求措置
等
（略）

 2.改善要求措置等
（略）

 (2)再改善勧告等
（略）
イ 改善・復旧計画の作成及び確認
（略）
また、事業者から直ちに改善・復旧計画書が提出されない場
合、又は提出された改善・復旧計画書の内容がその変更を求
めても改善・復旧することが明らかに不可能であると認めら
れる場合には、事業者との協議によって、業務不履行となっ
た業務を受託又は請け負っている構成員若しくは協力企業
を、他の構成員若しくは協力企業に変更することを求めるこ
とができる。

（変更）
（変更）

入札説明書 添付４ 業績等の監視及び改善要求措置要領 新旧対照表
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7 第5章 事業終了時に係る業績等の監視及び改善要求措置等
（略）

 1.業績等の監視方法
（略）

 (2)確認方法
北陸地方整備局は事前に通知を行い、（削除）書類による確
認と実地における確認を行う。
ア 書類による確認
事業者は、次表の提出書類を、それぞれの提出時期までに北
陸地方整備局に提出して確認を受ける。
なお、北陸地方整備局が必要に応じて次表の提出時期に関わ
らず提出書類の提出を求めた場合は、事業者は協力を行う。

第5章 事業終了時に係る業績等の監視及び改善要求措置等
（略）

 1.業績等の監視方法
（略）

 (2)確認方法
北陸地方整備局は事前に通知を行い、事業終了時の約2年前
から書類による確認と実地における確認を行う。
ア 書類による確認
事業者は、次表の提出書類を、それぞれの提出時期までに北
陸地方整備局に提出して確認を受ける。
（追加）

（削除）

（追加）

（変更）
表 3 提出する書類及び時期（事業終了時） 

 提出書類 提出時期 

① 工事完成図書 事業終了時の2年前、1年前、事業終了時 

② 管理台帳 事業終了時の2年前、1年前、事業終了時 

③ 点検・補修記録 事業終了時の2年前、1年前、事業終了時 

④ 事務手続き記録 事業終了時の2年前、1年前、事業終了時 

⑤ 関係機関協議結果の記録 事業終了時の2年前、1年前、事業終了時 

⑥ 事業終了時までの点検・補修計画書 事業終了時の2年前、1年前 

⑦ その他北陸地方整備局が必要と認める書類 随時 

 

表 3 提出する書類及び時期（事業終了時） 

 提出書類 提出時期 

① 工事完成図書 事業終了時の2年前、1年前、事業終了時 

② 管理台帳 台帳作成・管理事業終了時 

③ 点検・補修記録 事業終了時の2年前、1年前、事業終了時 

④ 事務手続き記録 事業終了時の2年前、1年前、事業終了時 

⑤ 関係機関協議結果の記録 事業終了時の2年前、1年前、事業終了時 

⑥ 事業終了時までの点検・補修計画書 事業終了時の2年前、1年前 

⑦ その他北陸地方整備局が必要と認める書類 随時 
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表紙 事業費の算定及び支払い方法【再公告】 事業費の算定及び支払い方法（追加） （追加）
3

4

第2章 事業費の算定及び支払方法
（略）
3. 各費用の支払額の算定及び支払方法
（略）
(1) 施設整備費
ア 施設費
施設費（割賦原価）は、令和13年4月1日以降事業期間にわた
り、各事業年度の支払額の合計が均等になるよう、年1回、
全16回に分けて支払う。各回の支払額は、次のとおりとす
る。
・施設費の各回支払額 ＝ 契約書内訳の施設費全額の 1/16
イ 割賦手数料
割賦手数料は、施設費とともに、令和13年4月1日以降事業期
間にわたり、年1回、全16回に分けて支払う予定である。
（略）
(イ) 基準金利
（略）
基準金利の料率は、金利確定日に公表される国債金利15年も
のを基準金利とし、割賦手数料は、これに応募者の提案によ
る利ざや（スプレッド）を足したものとする。

第2章 事業費の算定及び支払方法
（略）
3. 各費用の支払額の算定及び支払方法
（略）
(1) 施設整備費
ア 施設費
施設費（割賦原価）は、令和13年4月1日以降事業期間にわた
り、各事業年度の支払額の合計が均等になるよう、年1回、
全22回に分けて支払う。各回の支払額は、次のとおりとす
る。
・施設費の各回支払額 ＝ 契約書内訳の施設費全額の 1/22
イ 割賦手数料
割賦手数料は、施設費とともに、令和13年4月1日以降事業期
間にわたり、年1回、全22回に分けて支払う予定である。
（略）
(イ) 基準金利
（略）
基準金利の料率は、金利確定日に公表される国債金利20年も
のを基準金利とし、割賦手数料は、これに応募者の提案によ
る利ざや（スプレッド）を足したものとする。

（変更）

（変更）

（変更）

（変更）

入札説明書 添付５ 事業費の算定及び支払い方法 新旧対照表
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4 (2) 維持管理費
維持管理費は、令和13年4月1日以降事業期間にわたり、年1
回、全16回の支払とし、原則として各回同額を支払うものと
する。なお、本施設の早期完成・引渡しに伴い、維持管理対
象施設の維持管理業務開始日が令和13年4月1日以前となった
場合も、第1回目の支払時期は変更しない。
(3) その他の費用
その他の費用は、令和13年4月1日以降事業期間にわたり、年
1回、全16回の支払とし、原則として各回同額を支払うもの
とする。ただし、上記のとおり、引渡日までの事業者の運営
費は施設費に含めるものとする。なお、本施設の早期完成・
引渡しに伴い、維持管理対象施設の維持管理業務開始日が令
和13年4月1日以前となった場合も、第1回目の支払時期は変
更しない。

(2) 維持管理費
維持管理費は、令和13年4月1日以降事業期間にわたり、年1
回、全22回の支払とし、原則として各回同額を支払うものと
する。なお、本施設の早期完成・引渡しに伴い、維持管理対
象施設の維持管理業務開始日が令和13年4月1日以前となった
場合も、第1回目の支払時期は変更しない。
(3) その他の費用
その他の費用は、令和13年4月1日以降事業期間にわたり、年
1回、全22回の支払とし、原則として各回同額を支払うもの
とする。ただし、上記のとおり、引渡日までの事業者の運営
費は施設費に含めるものとする。なお、本施設の早期完成・
引渡しに伴い、維持管理対象施設の維持管理業務開始日が令
和13年4月1日以前となった場合も、第1回目の支払時期は変
更しない。

（変更）

（変更）

7 第5章 入札価格及び落札価格との関係
入札価格は、事業費を構成する施設整備費、維持管理費、そ
の他の費用全ての見積価格と消費税等の合計とし、入札書に
記載された金額をもって落札価格とする。消費税率について
は、第二次審査資料及び入札書の提出時の消費税率を適用す
ることとする。
なお、割賦手数料については、入札時には入札公告日の2銀
行営業日前の日に公表される国債金利15年ものを基準金利と
して算定する。

第5章 入札価格及び落札価格との関係
入札価格は、事業費を構成する施設整備費、維持管理費、そ
の他の費用全ての見積価格と消費税等の合計とし、入札書に
記載された金額をもって落札価格とする。消費税率について
は、第二次審査資料及び入札書の提出時の消費税率を適用す
ることとする。
なお、割賦手数料については、入札時には入札公告日の2銀
行営業日前の日に公表される国債金利20年ものを基準金利と
して算定する。

（変更）
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表紙 事業者選定基準【再公告】 事業者選定基準（追加） （追加）
6 第6章  内容点項目

内容点項目は以下のとおりである。各内容点項目は、対応す
る様式によってのみ評価を行う。

（略）

第6章  内容点項目
内容点項目は以下のとおりである。各内容点項目は、対応す
る様式によってのみ評価を行う。

（略）

（変更）

（変更）

（変更）
（変更）

入札説明書 添付６ 事業者選定基準 新旧対照表

事業実施体制及び技術力に関する評価 
内容点項目 配点 

Ⅰ 実施方針及び実施体制  60 

Ⅱ 資金調達及び収支計画  60 

Ⅲ 施設整備計画 355 

Ⅳ 維持管理計画  40 

Ⅴ 調整業務 150 

計 665 

 

賃上げの実施に関する評価 

内容点項目 配点 

Ⅵ 賃上げの実施 35 

計 35 

 

事業実施体制及び技術力に関する評価 
内容点項目 配点 

Ⅰ 実施方針及び実施体制  60 

Ⅱ 資金調達及び収支計画  60 

Ⅲ 施設整備計画 360 

Ⅳ 維持管理計画  40 

Ⅴ 調整業務 150 

計 670 

 

賃上げの実施に関する評価 
内容点項目 配点 

Ⅵ 賃上げの実施 30 

計 30 
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9 Ⅲ 施設整備計画 Ⅲ 施設整備計画

（変更）

（変更）

評価分類 評価の視点 評価基準 
配点 

（全体の割合） 

対応 

様式 

調査・設

計及び 

施工計画 

施工段階の手

戻りを最小化

する調査・設

計の提案 

＜調査段階＞ 

 現況埋設物を精密に把握する方法、効

率的な支障物移設設計等の施工段階

の手戻りを最小化するための効果的

な対応が提案されているか。 

 現況架空線の詳細な把握方法及び不明

線が確認された場合の効果的な対応が

提案されているか。 

＜設計段階＞ 

 BIM/CIM の活用や地中探査等の新技術

導入などにより、不測の事態にも効率

的に対応し施工段階の施工の手戻り

を最小化するための効果的な予防策

が提案されているか。 

80 

(11) 

260 

(37) 

360 

(51) 

C-1 

各種工事等の

工程を最適化

する提案 

 調査設計から施工までの全体工程に

おいて、工事の遅れにつながる問題点

と工期を短縮する方策が提案されて

いるか。 

 各種工事の工期短縮案が実現性の高

いものとなっているか。 

80 

(11) 
C-1 

工事における

品質確保及び

安全性確保及

び周辺交通へ

の影響抑制に

ついての方策 

 施工時の適切な安全対策が提案され

ているか。 

 品質確保と施工体制に関する提案が

優れたものとなっているとともに、こ

れらを確認できる実績及び根拠等の

資料が示されているか。 

 車道及び歩道の交通規制において、安

全で効率的な配慮がなされているか。 

60 

(9) 
C-1 

その他の有益

な工夫 

 コスト縮減のための設計及び新工法、

新材料等が提案されているか。 

 その他 

40 

(6) 
C-1 

地域や 

環境への 

配慮 

施工にあたっ

ての生活環境

への配慮 

 近隣建物関係者、周辺居住者、道路利

用者、周辺都市基盤等の周辺環境への

計画及び施工上の配慮がされている

か。 

 支障物件等の移設について、周辺居住

者の生活環境等に配慮がされている

か。 

 支障物件等の移設等において、建設副

産物の発生抑制や再資源化などに配

慮がされているか。 

 エコマテリアルの採用について、配慮

がされているか。 

60 

(9) 

60 

(9) 
C-2 

※端数処理を四捨五入により行っていることから、総数と内訳の計とが一致しない場合がある。

評価分類 評価の視点 評価基準 
配点 

（全体の割合） 

対応 

様式 

調査・設

計及び 

施工計画 

施工段階の手

戻りを最小化

する調査・設

計の提案 

＜調査段階＞ 

 現況埋設物を精密に把握する方法、効

率的な支障物移設設計等の施工段階

の手戻りを最小化するための効果的

な対応が提案されているか。 

 現況架空線の詳細な把握方法及び不明

線が確認された場合の効果的な対応が

提案されているか。 

＜設計段階＞ 

 BIM/CIM の活用や地中探査等の新技術

導入などにより、不測の事態にも効率

的に対応し施工段階の施工の手戻り

を最小化するための効果的な予防策

が提案されているか。 

80 

(11) 

255 

(36) 

355 

(51) 

C-1 

各種工事等の

工程を最適化

する提案 

 調査設計から施工までの全体工程に

おいて、工事の遅れにつながる問題点

と工期を短縮する方策が提案されて

いるか。 

 各種工事の工期短縮案が実現性の高

いものとなっているか。 

75 

(11) 
C-1 

工事における

品質確保及び

安全性確保及

び周辺交通へ

の影響抑制に

ついての方策 

 施工時の適切な安全対策が提案され

ているか。 

 品質確保と施工体制に関する提案が

優れたものとなっているとともに、こ

れらを確認できる実績及び根拠等の

資料が示されているか。 

 車道及び歩道の交通規制において、安

全で効率的な配慮がなされているか。 

60 

(9) 
C-1 

その他の有益

な工夫 

 コスト縮減のための設計及び新工法、

新材料等が提案されているか。 

 その他 

40 

(6) 
C-1 

地域や 

環境への 

配慮 

施工にあたっ

ての生活環境

への配慮 

 近隣建物関係者、周辺居住者、道路利

用者、周辺都市基盤等の周辺環境への

計画及び施工上の配慮がされている

か。 

 支障物件等の移設について、周辺居住

者の生活環境等に配慮がされている

か。 

 支障物件等の移設等において、建設副

産物の発生抑制や再資源化などに配

慮がされているか。 

 エコマテリアルの採用について、配慮

がされているか。 

60 

(9) 

60 

(9) 
C-2 

※端数処理を四捨五入により行っていることから、総数と内訳の計とが一致しない場合がある。
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10

12
（略）
Ⅵ 賃上げの実施

（略）
Ⅵ 賃上げの実施

（変更）

（変更）

評価分類 評価の視点 評価基準 
配点 

（全体の割合） 

対応 

様式 

周辺地域

との調

和、まち

づくりへ

の貢献 

良好な道路空

間の形成 

・良好な歩行者空間を形成するため、

道路利用者の利便性や快適性に配慮

した提案がされているか。  

・良好な街並みを形成するため、周辺

地域の景観等に配慮した提案がされ

ているか 

20 

(3) 40 

(6) 

 

355 

(51) 

 

C-3 

占用業者等へ

の配慮 

 配管の形状や地上機器の設置位置な

ど占用業者等に対して、メンテナン

ス作業等が容易にできる計画となっ

ているか。 

20 

(3) 
C-3 

評価分類 評価の視点 評価基準 
配点 

（全体の割合） 

対応 

様式 

周辺地域

との調

和、まち

づくりへ

の貢献 

良好な道路空

間の形成 

・良好な歩行者空間を形成するため、

道路利用者の利便性や快適性に配慮

した提案がされているか。  

・良好な街並みを形成するため、周辺

地域の景観等に配慮した提案がされ

ているか 

20 

(3) 40 

(6) 

 

360 

(51) 

 

C-3 

占用業者等へ

の配慮 

 配管の形状や地上機器の設置位置な

ど占用業者等に対して、メンテナン

ス作業等が容易にできる計画となっ

ているか。 

20 

(3) 
C-3 

評価分類 評価の視点 評価基準 
配点 

（全体の割合） 

対応 

様式 

賃上げの 

実施 

賃上げ実施の

表明 

【大企業】 

 令和 5 年 4 月以降に開始する最初の

事業年度又は令和 6 年（暦年）にお

いて、対前年度又は前年比で給与等

受給者一人当たりの平均受給額を 3%

以上増加させる旨、従業員に表明し

ている場合。 

 

【中小企業等】 

 令和 5 年 4 月以降に開始する最初の

事業年度又は令和 6 年（暦年）にお

いて、対前年度又は前年比で給与総

額を 1.5%以上増加させる旨、従業員

に表明している場合。 

 

 

※「中小企業等」とは、法人税法第 66

条第 2 項又は第 3 項に該当する者の

ことをいう。ただし、同条第 5 項に

該当するものは除く。「大企業」はそ

れ以外の者のことをいう。 

30 

(4) 

30 

(4) 

30 

(4) 

H-1 

又は 

H-2 

評価分類 評価の視点 評価基準 
配点 

（全体の割合） 

対応 

様式 

賃上げの 

実施 

賃上げ実施の

表明 

【大企業】 

 令和 5 年 4 月以降に開始する最初の

事業年度又は令和 6 年（暦年）にお

いて、対前年度又は前年比で給与等

受給者一人当たりの平均受給額を 3%

以上増加させる旨、従業員に表明し

ている場合。 

 

【中小企業等】 

 令和 5 年 4 月以降に開始する最初の

事業年度又は令和 6 年（暦年）にお

いて、対前年度又は前年比で給与総

額を 1.5%以上増加させる旨、従業員

に表明している場合。 

 

 

※「中小企業等」とは、法人税法第 66

条第 2 項又は第 3 項に該当する者の

ことをいう。ただし、同条第 5 項に

該当するものは除く。「大企業」はそ

れ以外の者のことをいう。 

35 

(5) 

35 

(5) 

35 

(5) 

H-1 

又は 

H-2 
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表紙 基本協定書（案）【再公告】 基本協定書（案）（追加） （追加）
3 （事業契約の締結）

第7条 発注者及び落札者は、入札説明書等及び事業計画書
に基づき、発注者と事業者との間において令和6年3月29日を
目途として事業契約を締結することとし、これに向けてそれ
ぞれ誠実に対応し、最大限の努力をする。

（事業契約の締結）
第7条 発注者及び落札者は、入札説明書等及び事業計画書
に基づき、発注者と事業者との間において令和6年3月11日を
目途として事業契約を締結することとし、これに向けてそれ
ぞれ誠実に対応し、最大限の努力をする。

（変更）

9 別紙1 設立時の出資者一覧
（略）
出資者（代表企業）
（略）
出資者（構成員）
（略）
出資者（構成員）
（略）

別紙1 設立時の出資者一覧
（略）
出資者（代表企業）
（略）
出資者（構成員）
（略）
出資者（追加）
（略）

（追加）

入札説明書 添付７ 基本協定書（案） 新旧対照表
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表紙 様式集及び記載要領【再公告】 様式集及び記載要領（追加） （追加）
1 1  第一次審査に関する提出書類 1  第一次審査に関する提出書類

（変更）

入札説明書 添付８ 様式集及び記載要領 新旧対照表

分類 項目 様式 No. 
頁数 

制限 

用紙 

サイズ 

 

分類 項目 様式 No. 
枚数 

制限 

用紙 

サイズ 
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2 2  第二次審査に関する提出書類 2  第二次審査に関する提出書類
（変更）

（変更）

（変更）

（変更）

（変更）

（変更）

（変更）

提
案
書 

1. 実施方

針及び実施

体制 

事業実施方針・体制 

①「事業者選定基準 第 6 章-Ⅰ 評価分類

（事業実施方針・体制）」の評価の視点及び

評価基準のとおり：1 枚 

指定 B-1 1 A4 

リスク管理・対応 

①「事業者選定基準 第 6 章-Ⅰ 評価分類

（リスク管理・対応）」の評価の視点及び評

価基準のとおり：1 枚 

指定 B-2 1 A4 

事業の安定性  

①安定して事業を実施するための事業者と

しての方策：1 枚 

指定 B-3 1 A4 

2.資金調達

及び収支計

画 

資金調達計画 

①「事業者選定基準 第 6 章-Ⅱ 評価分類

（資金調達計画） 評価の視点（資金調達・

償還計画・収支計画）」の評価基準のとおり：

1 枚 

②「事業者選定基準 第 6 章-Ⅱ 評価分類

評価分類（資金調達計画） 評価の視点（事

業を安定的に継続するための資金の確保、

資金不足時の対応）」の評価基準のとおり：

1 枚 

指定 B-4 1 A4 

資金調達計画書 指定 B-4① 1 A4 

事業費の支払計画 指定 B-4② 3 A4 

指定 

B-4② 

別表

① 

1 A4 

指定 

B-4② 

別表

②③ 

1 A4 

資金収支計画 指定 B-4③ 1 A3 

初期投資計画 指定 B-4④ 1 A3 

事業費内訳書 

指定 

B-

4⑤-

Ⅰ 

適宜 A4 

指定 

B-

4⑤-

Ⅱ 

適宜 A3 

入札時工事費内訳書 指定 B-4⑥ 適宜 A4 

工事費内訳書 指定 B-4⑦ 適宜 A4 

財務・資金管理 

①「事業者選定基準 第 6 章-Ⅱ 評価分類

（財務・資金管理）」の評価の視点及び評価

基準のとおり：1 枚 

指定 B-5 1 A4 

 

分類 項目 様式 No. 
枚数 

制限 

用紙 

サイズ 

3）第二次審査提

出書 

第二次審査提出書類提出書 指定 A-1 1 A4 

グループ構成表 指定 A-2 なし A4 

委任状（代表企業） 指定 A-3 1 A4 

入札書 指定 A-4 1 A4 

要求水準書及び添付資料に関する確認書 指定 A-5 1 A4 

 

分類 項目 様式 No. 
頁数 

制限 

用紙 

サイズ 

3）第二次審査提

出書 

第二次審査提出書類提出書 指定 A-1 1 A4 

グループ構成表 指定 A-2 なし A4 

委任状（代表企業） 指定 A-3 1 A4 

入札書 指定 A-4 1 A4 

要求水準書及び添付資料に関する確認書 指定 A-5 1 A4 

 

提
案
書 

1. 実施方

針及び実施

体制 

事業実施方針・体制 

①「事業者選定基準 第 6 章-Ⅰ 評価分類

（事業実施方針・体制）」の評価の視点及び

評価基準のとおり：1 頁 

指定 B-1 1 A4 

リスク管理・対応 

①「事業者選定基準 第 6 章-Ⅰ 評価分類

（リスク管理・対応）」の評価の視点及び評

価基準のとおり：1 頁 

指定 B-2 1 A4 

事業の安定性  

①安定して事業を実施するための事業者と

しての方策：1 頁 

指定 B-3 1 A4 

2.資金調達

及び収支計

画 

資金調達計画 

①「事業者選定基準 第 6 章-Ⅱ 評価分類

（資金調達計画） 評価の視点（資金調達・

償還計画・収支計画）」の評価基準のとおり：

1 頁 

②「事業者選定基準 第 6 章-Ⅱ 評価分類

評価分類（資金調達計画） 評価の視点（事

業を安定的に継続するための資金の確保、

資金不足時の対応）」の評価基準のとおり：

1 頁 

指定 B-4 2 A4 

資金調達計画書 指定 B-4① 1 A4 

事業費の支払計画 指定 B-4② 3 A4 

指定 

B-4② 

別表

① 

1 A4 

指定 

B-4② 

別表

②③ 

1 A4 

資金収支計画 指定 B-4③ 1 A3 

初期投資計画 指定 B-4④ 1 A3 

事業費内訳書 

指定 

B-

4⑤-

Ⅰ 

適宜 A4 

指定 

B-

4⑤-

Ⅱ 

適宜 A3 

入札時工事費内訳書 指定 B-4⑥ 適宜 A4 

工事費内訳書 指定 B-4⑦ 適宜 A4 

財務・資金管理 

①「事業者選定基準 第 6 章-Ⅱ 評価分類

（財務・資金管理）」の評価の視点及び評価

基準のとおり：1 頁 

指定 B-5 1 A4 

 

36



頁 新 旧 備考

3 （変更）

（変更）

（変更）

（変更）

（変更）

（変更）

（変更）

（変更）

（変更）

  

分類 項目 様式 No. 
枚数 

制限 

用紙 

サイズ 

提
案
書 

3.施設整備

計画 

調査・設計及び施工計画 

①「事業者選定基準 第 6 章-Ⅲ 評価分類

（調査・設計及び施工計画） 評価の視点（施

工段階の手戻りを最小化する調査・設計の提

案）」の評価基準のとおり：1 枚 

②「事業者選定基準 第 6 章-Ⅲ 評価分類

（調査・設計及び施工計画） 評価の視点（各

種工事等の工程を最適化する提案）」の評価

基準のとおり：1 枚 

③「事業者選定基準 第 6 章-Ⅲ 評価分類

（調査・設計及び施工計画） 評価の視点（工

事における品質確保及び安全性確保及び周

辺交通への影響抑制についての方策）」の評

価基準のとおり：1 枚 

④「事業者選定基準 第 6 章-Ⅲ 評価分類

（調査・設計及び施工計画） 評価の視点（そ

の他の有益な工夫）」の評価基準のとおり：

1 枚 

共通 C-1 4 A4 

地域や環境への配慮 

①「事業者選定基準 第 6 章-Ⅲ 評価分類

（施工にあたっての生活環境への配慮）」の

評価の視点及び評価基準のとおり：1 枚 

共通 C-2 1 A4 

周辺地域との調和、まちづくりへの貢献 

①「事業者選定基準 第 6 章-Ⅲ 評価分類

（周辺地域との調和、まちづくりへの貢献） 

評価の視点（良好な道路空間の形成）」の評

価基準のとおり：1 枚 

②「事業者選定基準 第 6 章-Ⅲ 評価分類

（周辺地域との調和、まちづくりへの貢献） 

評価の視点（占用業者等への配慮）」の評価

基準のとおり：1 枚 

共通 C-3 2 A4 

4.維持管理

計画 

点検業務・補修業務 
①「事業者選定基準 第 6 章-Ⅳ 評価分類

（点検業務・補修業務）」の評価の視点及び

評価基準のとおり：1 枚 

共通 D-1 1 A4 

 

分類 項目 様式 No. 
頁数 

制限 

用紙 

サイズ 

提
案
書 

3.施設整備

計画 

調査・設計及び施工計画 

①「事業者選定基準 第 6 章-Ⅲ 評価分類

（調査・設計及び施工計画） 評価の視点（施

工段階の手戻りを最小化する調査・設計の提

案）」の評価基準のとおり：1 頁 

②「事業者選定基準 第 6 章-Ⅲ 評価分類

（調査・設計及び施工計画） 評価の視点（各

種工事等の工程を最適化する提案）」の評価

基準のとおり：1 頁 

③「事業者選定基準 第 6 章-Ⅲ 評価分類

（調査・設計及び施工計画） 評価の視点（工

事における品質確保及び安全性確保及び周

辺交通への影響抑制についての方策）」の評

価基準のとおり：1 頁 

④「事業者選定基準 第 6 章-Ⅲ 評価分類

（調査・設計及び施工計画） 評価の視点（そ

の他の有益な工夫）」の評価基準のとおり：

1 頁 

共通 C-1 4 A4 

地域や環境への配慮 

①「事業者選定基準 第 6 章-Ⅲ 評価分類

（施工にあたっての生活環境への配慮）」の

評価の視点及び評価基準のとおり：1 頁 

共通 C-2 1 A4 

周辺地域との調和、まちづくりへの貢献 

①「事業者選定基準 第 6 章-Ⅲ 評価分類

（周辺地域との調和、まちづくりへの貢献） 

評価の視点（良好な道路空間の形成）」の評

価基準のとおり：1 頁 

②「事業者選定基準 第 6 章-Ⅲ 評価分類

（周辺地域との調和、まちづくりへの貢献） 

評価の視点（占用業者等への配慮）」の評価

基準のとおり：1 頁 

共通 C-3 2 A4 

4.維持管理

計画 

点検業務・補修業務 
①「事業者選定基準 第 6 章-Ⅳ 評価分類

（点検業務・補修業務）」の評価の視点及び

評価基準のとおり：1 頁 

共通 D-1 1 A4 
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4 （変更）

（変更）

（変更）

（変更）

（変更）

4 （変更）

（変更）

分類 項目 様式 No. 
頁数 

制限 

用紙 

サイズ 

提
案
書 

5.調整業務 全体計画 
①「事業者選定基準 第 6 章-Ⅴ 評価分類

（全体計画）」の評価の視点及び評価基準の

とおり：1 頁 

共通 E-1 1 A4 

設計段階 
①「事業者選定基準 第 6 章-Ⅴ 評価分類

（設計段階）」の評価の視点及び評価基準の

とおり：1 頁 

共通 E-2 1 A4 

工事段階・維持管理段階 
①「事業者選定基準 第 6 章-Ⅴ 評価分類

（工事段階・維持管理段階）」の評価の視点

及び評価基準のとおり：1 頁 

共通 E-3 1 A4 

6.事業スケ

ジュール 

事業スケジュール表  指定 

F-1 1 A3 

F-2 

事業

年度

毎に

1 

A4 

要求水準書審査項目チェックリスト  指定 G-1 適宜 A4 

従業員への賃金引上げ計画の表明書 指定 

H-1 

又は 

H-2 

2 A4 

 

分類 項目 様式 No. 
枚数 

制限 

用紙 

サイズ 

提
案
書 

5.調整業務 全体計画 
①「事業者選定基準 第 6 章-Ⅴ 評価分類

（全体計画）」の評価の視点及び評価基準の

とおり：1 枚 

共通 E-1 1 A4 

設計段階 
①「事業者選定基準 第 6 章-Ⅴ 評価分類

（設計段階）」の評価の視点及び評価基準の

とおり：1 枚 

共通 E-2 1 A4 

工事段階・維持管理段階 
①「事業者選定基準 第 6 章-Ⅴ 評価分類

（工事段階・維持管理段階）」の評価の視点

及び評価基準のとおり：1 枚 

共通 E-3 1 A4 

6.事業スケ

ジュール 
事業スケジュール表  指定 

F-1 1 A3 

F-2 1 A4 

要求水準書審査項目チェックリスト  指定 G-1 適宜 A4 

従業員への賃金引上げ計画の表明書 指定 

H-1 

又は 

H-2 

2 A4 

 

分類 項目 様式 No. 
頁数 

制限 

用紙 

サイズ 

4）貸与資料申込

時の提出書類 

守秘義務の遵守に関する誓約書 共通 3-1 2 A4 

貸与資料申込書 共通 3-2 1 A4 

破棄義務の遵守に関する報告書 共通 3-3 1 A4 

5）入札説明書等

に関する質問提

出時の提出書類 

入札説明書等に関する質問書  共通 3-4 適宜 A4 

6）入札辞退時等

の提出書類 

入札辞退届 共通 3-5 1 A4 

構成企業等変更届  共通 3-6 1 A4 

 

分類 項目 様式 No. 
枚数 

制限 

用紙 

サイズ 

4）貸与資料申込

時の提出書類 

守秘義務の遵守に関する誓約書 共通 3-1 2 A4 

貸与資料申込書 共通 3-2 1 A4 

破棄義務の遵守に関する報告書 共通 3-3 1 A4 

5）入札説明書等

に関する質問提

出時の提出書類 

入札説明書等に関する質問書  共通 3-4 1 A4 

6）入札辞退時等

の提出書類 

入札辞退届 共通 3-5 1 A4 

構成企業等変更届  共通 3-6 1 A4 
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5 4  提出書類の記載要領
(1)  作成上の留意点
ア  記載内容全般
・本記載要領に頁数の指定があるものは、それに従うこと。
記載のない様式については頁数を制限しないものとする。
・本記載要領に様式の指定があるものは、それに従うこと。
（略）
(2)  各提出書類
ア  第一次審査に関する提出書類
（略）
(イ) 競争参加資格確認申請時の提出書類
・様式2-1～様式2-9に加えて、様式2-10の添付資料Ⅰ～Ⅹを
提出すること。
・様式2-10の添付資料Ⅰ～Ⅹは、企業毎に同一フォルダに
データをまとめ、フォルダ名に企業名を明記すること。
（略）
ウ  その他
（略）
(ウ) 入札辞退時等の提出書類
・入札辞退時は様式3-5を1部提出すること。
・構成企業等変更の場合は様式3-6を1部提出すること。

4  提出書類の記載要領
(1)  作成上の留意点
ア  記載内容全般
・本記載要領に枚数の指定があるものは、それに従うこと。
記載のない様式については枚数を制限しないものとする。
・本記載要領に様式の指定があるものは、それに従うこと。
（略）
(2)  各提出書類
ア  第一次審査に関する提出書類
（略）
(イ) 競争参加資格確認申請時の提出書類
・様式2-1～様式2-9に加えて、様式2-10の添付資料Ⅰ～Ⅺを
提出すること。
・様式2-10の添付資料Ⅰ～Ⅺは、企業毎に同一フォルダに
データをまとめ、フォルダ名に企業名を明記すること。
（略）
ウ  その他
（略）
(ウ) 入札辞退時等の提出書類
・入札辞退時は様式3-5を1部提出すること。
・構成員等変更の場合は様式3-6を1部提出すること。

（変更）

（変更）

（変更）

（変更）
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13
様式
2-2

14
様式
2-2

設計業務を行う者の参加資格等要件に関する書類
（略）

設計業務を行う者の参加資格等要件に関する書類
（略）

（追加） （追加）

実績 添付書類 

入札説明書第3章3.に掲げる事業監理業務の実績 

（当該業務実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発

注（港湾空港関係事務に関することを除く）のTECRISに登録されてい

る業務のうち、業種区分が土木関係建設コンサルタント業務、測量及

び地質調査業務の企業成績評価点が60点以上であること。） 

契約書並びに仕様

書、図面等規模の

分 か る 書 類 の 写

し。 

入札説明書第3章4.に掲げる工事企業の競争参加資格要件イの実績 

（当該実績が地方整備局（港湾空港関係事務に関することを除く。）

の発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知

書の評定点が65点未満であるもの又は工事成績評定の通知を受けてい

ないものを除く。） 

施工実績証明書又

は契約書並びに仕

様書、図面等規模

の分かる書類の写

し。 

設
計
業
務
実
績
の
内
容
※ 

業務名称 ●●●●業務（TECRIS 登録番号） 

業務の発注者名 ●●●● 

業務の受注者名 ●●●● 

計画地 ●●県●●市●●町●● 

最終契約金額 ●●●，●●●，●●●円 

業務工期 平成・令和●年●月●日～平成・令和●年●月●日 

受注形態 ・単独   ･共同企業体（    ） 

対象施設 電線共同溝、道路（舗装、植栽、付属施設）、道路付属物

（道路照明、道路標識）、等 

延 長 ●●●●m 

主な共同溝占用者 電力会社、通信会社、CATV 等 

評定点  

  ※複数の業務実績を記入する場合は、記入欄を適宜追加·作成すること。 

実績 添付書類 

入札説明書第3章3.に掲げる事業監理業務の実績 

（当該業務実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設

部発注（港湾空港関係事務に関することを除く）のTECRISに登録

されている業務のうち、業種区分が土木関係建設コンサルタント

業務、測量及び地質調査業務の企業成績評価点が60点以上である

こと。） 

契約書並びに仕様

書、図面等規模の分

かる書類の写し。 

入札説明書第3章4.に掲げる工事企業の競争参加資格要件イの実績 

（当該実績が地方整備局（港湾空港関係事務に関することを除

く。）の発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績

評定通知書の評定点が65点未満であるもの又は工事成績評定の通

知を受けていないものを除く。） 

施工実績証明書又は

契約書並びに仕様

書、図面等規模の分

かる書類の写し。 
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17
様式
2-4

18
様式
2-4

工事業務を行う者の参加資格等要件に関する書類
（略）

工事業務を行う者の参加資格等要件に関する書類
（略）

（追加）
（追加）

21
様式
2-6

工事監理業務を行う者の参加資格等要件に関する書類
（略）

工事監理業務を行う者の参加資格等要件に関する書類
（略）
（追加） （追加）

実績 添付書類 
入札説明書第3章3.に掲げる設計企業の競争参加資格要件イの実績 

（当該業務実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設

部発注（港湾空港関係事務に関することを除く）のTECRISに登録

されている業務のうち、業種区分が土木関係建設コンサルタント

業務、測量及び地質調査業務の企業成績評価点が60点以上である

こと。） 

契約書並びに仕様

書、図面等規模の分

かる書類の写し。 

工
事
業
務
実
績
の
内
容
※ 

工事名称 ●●●●工事(CORINS 登録番号) 

工事の発注者名 ●●●● 

工事の受注者名 ●●●● 

施工場所 ●●県●●市●●町●● 

最終請負金額 ●●●, ●●●, ●●●円 

工  期 平成・令和●年●月●日～平成・令和●年●月●日 

受注形態 ·単独 ·甲型共同企業体(出資比率●●%)  

·乙型共同企業体 

整備対象施設 電線共同溝、道路(舗装、植栽、付属施設)、道路付属物

(道路照明、道路標識)、等 

規  模 ●●●●m 

主な共同溝占有者 電力会社、通信会社、CATV 等 

工事種別 ・●●工事 

評定点  

 ※複数の業務実績を記入する場合は、記入欄を適宜追加·作成すること。 

実績 添付書類 
入札説明書第3章3.に掲げる設計企業の競争参加資格要件イの実績 

（当該業務実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設

部発注（港湾空港関係事務に関することを除く）のTECRISに登録

されている業務のうち、業種区分が土木関係建設コンサルタント

業務、測量及び地質調査業務の企業成績評価点が60点以上である

こと。） 

契約書並びに仕様

書、図面等規模の分

かる書類の写し。 

 

業
務
実
績
の
内
容
※ 

業務名称 ●●●●業務(TECRIS 登録番号) 

業務の発注者名 ●●●● 

業務の受注者名 ●●●● 

業務の実施場所 ●●県●●市●●町●● 

最終契約金額 ●●●, ●●●, ●●●円 

業務工期 平成・令和●年●月●日～平成・令和●年●月●日 

受注形態 ・単独   ·共同企業体（     ） 

対象施設 ●●●● 

評定点  

※複数の業務実績を記入する場合は、記入欄を適宜追加·作成すること。 
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23
様式
2-8

24
様式
2-8

維持管理業務を行う者の参加資格等要件に関する書類
（略）

維持管理業務を行う者の参加資格等要件に関する書類
（略）
（追加） （追加）

業
務
実
績
の
内
容
※ 

業務名称 ●●●●業務(TECRIS 登録番号) 

業務の発注者名 ●●●● 

業務の受注者名 ●●●● 

業務の実施場所 ●●県●●市●●町●● 

最終契約金額 ●●●, ●●●, ●●●円 

業務工期 平成・令和●年●月●日～平成・令和●年●月●日 

受注形態 ・単独   ·共同企業体（     ） 

対象施設 ●●●● 

評定点  

※複数の業務実績を記入する場合は、記入欄を適宜追加·作成すること。 

工
事
実
績
の
内
容
※ 

工事名称 ●●●●工事(CORINS 登録番号) 

工事の発注者名 ●●●● 

工事の受注者名 ●●●● 

施工場所 ●●県●●市●●町●● 

最終請負金額 ●●●, ●●●, ●●●円 

工  期 平成・令和●年●月●日～平成・令和●年●月●日 

受注形態 ·単独 ·甲型共同企業体(出資比率●●%)  

·乙型共同企業体 

規  模 ●●●●m 

工事種別 ・●●工事 

評定点  

※複数の業務実績を記入する場合は、記入欄を適宜追加·作成すること。 
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25
様式
2-9

割賦金利に関する書類
（1）割賦金利について
（略）
※ 契約に際しての基準金利は、本施設の引渡予定日（令和
13年3月31日）の2銀行営業日前の日（以下「金利確定日」と
いう。）に確定することとし、以降は原則として割賦手数料
の見直しを行わない。
ただし、基準金利の算定結果がマイナスとなった場合、基準
金利はゼロとする。
基準金利の料率は、金利確定日に公表される国債金利15年も
のを基準金利とする。
（略）

割賦金利に関する書類
（1）割賦金利について
（略）
※ 契約に際しての基準金利は、本施設の引渡予定日（令和
13年3月31日）の2銀行営業日前の日（以下「金利確定日」と
いう。）に確定することとし、以降は原則として割賦手数料
の見直しを行わない。
ただし、基準金利の算定結果がマイナスとなった場合、基準
金利はゼロとする。
基準金利の料率は、金利確定日に公表される国債金利20年も
のを基準金利とする。
（略）

（変更）
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26
様式
2-10

添付資料提出確認書

（削除）

添付資料提出確認書

（削除）

企業名  

 

 

添付書類 
応募者 

確認 

北陸地方整備局 

確認 

Ⅰ 会社概要（パンフレット等）   

Ⅱ 企業単体の貸借対照表、損益計算書、及び株主資

本等変動計算書（直近3箇年） 

  

Ⅲ 連結決算の貸借対照表及び損益計算書（直近3箇

年） 

  

Ⅳ 会社定款（直近のものに原本証明を添付するこ

と） 

  

Ⅴ 印鑑証明書（入札公告日以降に交付されたこと）   

Ⅵ 使用印鑑届   

Ⅶ 法人税納税証明書（入札公告日以降に交付された

こと、直近3箇年） 

  

Ⅷ 消費税納税証明書（入札公告日以降に交付された

こと、直近3箇年） 

  

Ⅸ 商業登記簿謄本（入札公告日以降に交付されたこ

と、直近の履歴事項全部証明書原本） 

  

Ⅹ 競争参加資格審査の等級等を証する書類の写し   

 

企業名  

 

 

添付書類 
応募者 

確認 

北陸地方整備局 

確認 

Ⅰ 会社概要（パンフレット等）   

Ⅱ 企業単体の貸借対照表、損益計算書、及び株主資

本等変動計算書（直近3箇年） 

  

Ⅲ 連結決算の貸借対照表及び損益計算書（直近3箇

年） 

  

Ⅳ 会社定款（直近のものに原本証明を添付するこ

と） 

  

Ⅴ 印鑑証明書（入札公告日以降に交付されたこと）   

Ⅵ 使用印鑑届   

Ⅶ 法人税納税証明書（入札公告日以降に交付された

こと、直近3箇年） 

  

Ⅷ 消費税納税証明書（入札公告日以降に交付された

こと、直近3箇年） 

  

Ⅸ 商業登記簿謄本（入札公告日以降に交付されたこ

と、直近の履歴事項全部証明書原本） 

  

Ⅹ 競争参加資格審査の等級等を証する書類の写し   

Ⅺ 業務実績及び有資格者を証明できる書類（契約書

並びに仕様書等業務内容の分かる書類の写し等） 
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44
様式
B-4

資金調達計画 資金調達計画

（変更）

（変更）

46
様式

B-4②

事業費の支払計画
（略）
◆備考 1 提案の内容に基づき、事業期間中の総見積り額
を記入すること。
（略）
5 入札価格の区分は、入札説明書（削除）添付5によるこ
と。

事業費の支払計画
（略）
◆備考 1 提案の内容に基づき、事業期間中の総見積り額
を記入すること。
（略）
5 入札価格の区分は、入札説明書の添付5によること。 （削除）

提 案 内 容 

 

①「事業者選定基準 第 6 章-Ⅱ 評価分類（資金調達計画） 評価の視点（資金調達・償還計

画・収支計画）」の評価基準を踏まえて、簡潔かつ具体的に記入してください。（1 頁） 

 

②「事業者選定基準 第 6 章-Ⅱ 評価分類（資金調達計画） 評価の視点（事業を安定的に継続

するための資金の確保、資金不足時の対応）」の評価基準を踏まえて、簡潔かつ具体的に記入し

てください。（1 頁） 

 

※下記の様式 B-4①と様式 B-4②は次頁以降の様式、様式 B-4③～様式 B-4⑦については、別途、

Microsoft Excel ファイルをダウンロードの上、記入してください。 

 

 

添付様式 

（様式 B-4①）資金調達計画書 

（様式 B-4②）事業費の支払計画 

（様式 B-4③）資金収支計画 

（様式 B-4④）初期投資計画 

（様式 B-4⑤）事業費内訳書 

（様式 B-4⑥）入札時工事費内訳書 

（様式 B-4⑦）工事費内訳書 

 

 

 

 

 

 

 

提 案 内 容 

 

①「事業者選定基準 第 6 章-Ⅱ 評価分類（資金調達計画） 評価の視点（資金調達・償還計

画・収支計画）」の評価基準を踏まえて、簡潔かつ具体的に記入してください。（1 枚） 

 

②「事業者選定基準 第 6 章-Ⅱ 評価分類（資金調達計画） 評価の視点（事業を安定的に継続

するための資金の確保、資金不足時の対応）」の評価基準を踏まえて、簡潔かつ具体的に記入し

てください。（1 枚） 

 

※下記の様式 B-4①と様式 B-4②は次頁以降の様式、様式 B-4③～様式 B-4⑦については、別途、

Microsoft Excel ファイルをダウンロードの上、記入してください。 

 

 

添付様式 

（様式 B-4①）資金調達計画書 

（様式 B-4②）事業費の支払計画 

（様式 B-4③）資金収支計画 

（様式 B-4④）初期投資計画 

（様式 B-4⑤）事業費内訳書 

（様式 B-4⑥）入札時工事費内訳書 

（様式 B-4⑦）工事費内訳書 
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47
様式

B-4②
別表①

（削除）
（削除）

別表①　施設整備費の内訳

1 令和13年度

2 令和14年度
3 令和15年度
4 令和16年度
5 令和17年度
6 令和18年度
7 令和19年度
8 令和20年度
9 令和21年度
10 令和22年度
11 令和23年度
12 令和24年度
13 令和25年度
14 令和26年度
15 令和27年度
16 令和28年度

カ合計

事業年度
ア　施設費

　（割賦支払分）

別表①　施設整備費の内訳

1 令和13年度

2 令和14年度
3 令和15年度
4 令和16年度
5 令和17年度
6 令和18年度
7 令和19年度
8 令和20年度
9 令和21年度
10 令和22年度
11 令和23年度
12 令和24年度
13 令和25年度
14 令和26年度
15 令和27年度
16 令和28年度
17 令和29年度
18 令和30年度
19 令和31年度
20 令和32年度
21 令和33年度
22 令和34年度

カ合計

事業年度
ア　施設費

　（割賦支払分）
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48
様式

B-4②
別表②

（削除）
（削除）

別表②　維持管理費の内訳

1 令和13年度

2 令和14年度
3 令和15年度
4 令和16年度
5 令和17年度
6 令和18年度
7 令和19年度
8 令和20年度
9 令和21年度
10 令和22年度
11 令和23年度
12 令和24年度
13 令和25年度
14 令和26年度
15 令和27年度

16 令和28年度

セ

事業年度 サ　維持管理費

合計

別表②　維持管理費の内訳

1 令和13年度

2 令和14年度
3 令和15年度
4 令和16年度
5 令和17年度
6 令和18年度
7 令和19年度
8 令和20年度
9 令和21年度
10 令和22年度
11 令和23年度
12 令和24年度
13 令和25年度
14 令和26年度
15 令和27年度

16 令和28年度

17 令和29年度

18 令和30年度

19 令和31年度

20 令和32年度

21 令和33年度

22 令和34年度

セ

事業年度 サ　維持管理費

合計
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48
様式

B-4②
別表③

（削除）
（削除）

49
様式

B-4③
（R29からR34の列を削除）
（略）
6 現在価値の算出においては、割引率1.9％を用い、本施設
の契約締結日を基準日とし、令和6年度の支払いから割り引
いて計算してください。

（略）
6 現在価値の算出においては、割引率2.6％を用い、本施設
の契約締結日を基準日とし、令和6年度の支払いから割り引
いて計算してください。

（削除）

（変更）

別表③　その他の費用の内訳

1 令和13年度

2 令和14年度
3 令和15年度
4 令和16年度
5 令和17年度
6 令和18年度
7 令和19年度
8 令和20年度
9 令和21年度
10 令和22年度
11 令和23年度
12 令和24年度
13 令和25年度
14 令和26年度
15 令和27年度

16 令和28年度

ト合計

事業年度 チ　その他費用

別表③　その他の費用の内訳

1 令和13年度

2 令和14年度
3 令和15年度
4 令和16年度
5 令和17年度
6 令和18年度
7 令和19年度
8 令和20年度
9 令和21年度
10 令和22年度
11 令和23年度
12 令和24年度
13 令和25年度
14 令和26年度
15 令和27年度

16 令和28年度

17 令和29年度

18 令和30年度

19 令和31年度

20 令和32年度

21 令和33年度

22 令和34年度

ト合計

事業年度 チ　その他費用

（様式B-4③）資金収支計画
（単位：千円）

-6 -5 （略） 15 16

R6 R7 R27 R28

損益計算書

売上 営業収入

国からの収入

施設整備費相当額

施設費（割賦元本）

合 計事　　業　　年　　度 （様式B-4③）資金収支計画
（単位：千円）

-6 -5 （略） 15 16 17 18 19 20 21 22

R6 R7 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34

損益計算書

売上 営業収入

国からの収入

施設整備費相当額

施設費（割賦元本）

合 計事　　業　　年　　度
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50
様式

B-4④
（R29からR34の列を削除）
（略）
〈様式作成にあたっての注意事項〉
（略）
5 割賦手数料の料率については、基準金利及び利ざやに区
分すること。
  入札公告日の2銀行営業日前の日のレートを入札用の金利
確定日のレートと仮定して基準金利を算定すること。
（略）

（略）
〈様式作成にあたっての注意事項〉
（略）
5 割賦手数料の料率については、基準金利及び利ざやに区
分すること。
  入札公告日の（追加）レートを入札用の金利確定日のレー
トと仮定して基準金利を算定すること。
（略）

（削除）

（追加）

52
様式
B-4

⑤-Ⅱ

（R29からR34の列を削除）

（削除）

53
~
63

様式
B-4⑥

入札時工事費内訳書：事業区間変更に伴い数量全体を修正し
た。

－

R13 R14 （略） R27 R28 合計金額

維持管理費・その他費用

Ⅰ　維持管理費業務

Ⅱ　その他費用

項　目

1.点検・補修業務

2.台帳作成・管理業務

3.維持管理業務に係る調整業務

算定根拠
R13 R14 （略） R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 合計金額

維持管理費・その他費用

Ⅰ　維持管理費業務

Ⅱ　その他費用

算定根拠項　目

1.点検・補修業務

2.台帳作成・管理業務

3.維持管理業務に係る調整業務

■維持管理費・その他費用

（単位：千円）

事業年度 -6 -5 （略） 15 16 17 18 19 20 21 22

項目 R6 R7 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34

Ⅰ　維持管理費業務

1.　点検・補修業務

1-1　点検
（1）日常点検

（2）定期点検
（3）直接経費

（4）その他原価
（5）一般管理費等

1-2　補修

2.　台帳作成・管理業務
2-1　台帳作成・管理

（1）台帳作成・管理
（2）直接経費

（3）その他原価
（4）一般管理費等

3.　維持管理業務に係る調整業務

3-1　調整（維持管理段階）
（1）調整（維持管理段階）

（2）直接経費
（3）その他原価

（4）一般管理費等
・項目は適宜、追加及び削除して下さい。
・消費税、物価変動を除いた額を記入して下さい。

・A3判横長1ページで各年の想定される支出を記入して下さい。
･金額については、百円以下を切り捨て千円まで記載してください。

（単位：千円）
事業年度 -6 -5 （略） 15 16 17 18 19 20 21 22

項目 R6 R7 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34

Ⅱ　その他費用
引渡日以降の事業者の運営費

事業者の税引前利益（割賦手数
料に計上される部分は除く）

その他
　（1）保険料
　（2）その他諸経費等

合計（消費税抜き）
・項目は適宜、追加及び削除して下さい。

・消費税、物価変動を除いた額を記入して下さい。
・A3判横長1ページで各年の想定される支出を記入して下さい。
･金額については、百円以下を切り捨て千円まで記載してください。

1.　その他費用

合計

合計

■維持管理費・その他費用

（単位：千円）

事業年度 -6 -5 （略） 15 16

項目 R6 R7 R27 R28

Ⅰ　維持管理費業務

1.　点検・補修業務

1-1　点検

（1）日常点検
（2）定期点検

（3）直接経費
（4）その他原価
（5）一般管理費等

1-2　補修
2.　台帳作成・管理業務

2-1　台帳作成・管理

（1）台帳作成・管理
（2）直接経費
（3）その他原価

（4）一般管理費等
3.　維持管理業務に係る調整業務

3-1　調整（維持管理段階）

（1）調整（維持管理段階）
（2）直接経費
（3）その他原価

（4）一般管理費等
・項目は適宜、追加及び削除して下さい。

・消費税、物価変動を除いた額を記入して下さい。
・A3判横長1ページで各年の想定される支出を記入して下さい。
･金額については、百円以下を切り捨て千円まで記載してください。

（単位：千円）
事業年度 -6 -5 （略） 15 16

項目 R6 R7 R27 R28

Ⅱ　その他費用
引渡日以降の事業者の運営費
事業者の税引前利益（割賦手数

料に計上される部分は除く）
その他
　（1）保険料

　（2）その他諸経費等
合計（消費税抜き）

・項目は適宜、追加及び削除して下さい。

・消費税、物価変動を除いた額を記入して下さい。
・A3判横長1ページで各年の想定される支出を記入して下さい。

･金額については、百円以下を切り捨て千円まで記載してください。

1.　その他費用

合計

合計
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67
様式
C-1

調査・設計及び施工計画 調査・設計及び施工計画

（変更）

（変更）

（変更）

（変更）

提 案 内 容 

 

①「事業者選定基準 第 6 章-Ⅲ 評価分類（調査・設計及び施工計画） 評価の視点（施工段階

の手戻りを最小化する調査・設計の提案）」の評価基準を踏まえて、簡潔かつ具体的に記入して

ください。（1 枚） 

 

②「事業者選定基準 第 6 章-Ⅲ 評価分類（調査・設計及び施工計画） 評価の視点（各種工事

等の工程を最適化する提案）」の評価基準を踏まえて、簡潔かつ具体的に記入してください。（1

枚） 

 

③「事業者選定基準 第 6 章-Ⅲ 評価分類（調査・設計及び施工計画） 評価の視点（工事にお

ける品質確保及び安全性確保及び周辺交通への影響抑制についての方策）」の評価基準を踏まえ

て、簡潔かつ具体的に記入してください。（1 枚） 

 

④「事業者選定基準 第 6 章-Ⅲ 評価分類（調査・設計及び施工計画） 評価の視点（その他の

有益な工夫）」の評価基準を踏まえて、簡潔かつ具体的に記入してください。（1 枚） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提案受付番号  

 

提 案 内 容 

 

①「事業者選定基準 第 6 章-Ⅲ 評価分類（調査・設計及び施工計画） 評価の視点（施工段階

の手戻りを最小化する調査・設計の提案）」の評価基準を踏まえて、簡潔かつ具体的に記入して

ください。（1 頁） 

 

②「事業者選定基準 第 6 章-Ⅲ 評価分類（調査・設計及び施工計画） 評価の視点（各種工事

等の工程を最適化する提案）」の評価基準を踏まえて、簡潔かつ具体的に記入してください。（1

頁） 

 

③「事業者選定基準 第 6 章-Ⅲ 評価分類（調査・設計及び施工計画） 評価の視点（工事にお

ける品質確保及び安全性確保及び周辺交通への影響抑制についての方策）」の評価基準を踏まえ

て、簡潔かつ具体的に記入してください。（1 頁） 

 

④「事業者選定基準 第 6 章-Ⅲ 評価分類（調査・設計及び施工計画） 評価の視点（その他の

有益な工夫）」の評価基準を踏まえて、簡潔かつ具体的に記入してください。（1 頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提案受付番号  
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69
様式
C-3

周辺地域との調和、まちづくりへの貢献 周辺地域との調和、まちづくりへの貢献

（変更）

（変更）

提 案 内 容 

 

①「事業者選定基準 第 6 章-Ⅲ 評価分類（周辺地域との調和、まちづくりへの貢献） 評価の

視点（良好な道路空間の形成）」の評価基準を踏まえて、簡潔かつ具体的に記入してください。

（1 頁） 

 

 

①「事業者選定基準 第 6 章-Ⅲ 評価分類（周辺地域との調和、まちづくりへの貢献） 評価の

視点（占用業者等への配慮）」の評価基準を踏まえて、簡潔かつ具体的に記入してください。（1

頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提案受付番号  

 

提 案 内 容 

 

①「事業者選定基準 第 6 章-Ⅲ 評価分類（周辺地域との調和、まちづくりへの貢献） 評価の

視点（良好な道路空間の形成）」の評価基準を踏まえて、簡潔かつ具体的に記入してください。

（1 枚） 

 

 

①「事業者選定基準 第 6 章-Ⅲ 評価分類（周辺地域との調和、まちづくりへの貢献） 評価の

視点（占用業者等への配慮）」の評価基準を踏まえて、簡潔かつ具体的に記入してください。（1

枚） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提案受付番号  
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81
様式
G-1

86
様式
G-1

要求水準書審査項目チェックシート
（略）
第2章  設計業務
（略）
3.事前調査業務
（略）
(1)試掘調査
ア 試掘調査
（略）
試掘実施箇所は、1箇所あたり（1.0ｍ×2.5ｍ×1.5ｍ）で、
10箇所（既存埋設物移設想定箇所）を想定している。ただ
し、現地調査の結果、これによりがたい場合は北陸地方整備
局と協議の上、変更契約の対象とする。
また、試掘及び本掘削における監視員は、埋設物件事故防止
費として普通作業員を夜間延べ5人計上しているが試掘箇所
数の変更や現場条件等により変更 が生じた場合は、北陸地方
整備局と協議のうえ、変更契約の対象とする。
既存埋設物移設想定箇所：2箇所/日 ※延べ5日を想定
なお、試掘に際して、交通の安全確保が必要な場合は、交通
誘導警備員を配置する。なお、交通誘導警備員(交通誘導警
備員Ａ 2人日、交通誘導警備員Ｂ 8人日)を予定している。
（略）

要求水準書審査項目チェックシート
（略）
第2章  設計業務
（略）
3.事前調査業務
（略）
(1)試掘調査
ア 試掘調査
（略）
試掘実施箇所は、1箇所あたり（1.0ｍ×2.5ｍ×1.5ｍ）で、
17箇所（既存埋設物移設想定箇所）を想定している。ただ
し、現地調査の結果、これによりがたい場合は北陸地方整備
局と協議の上、変更契約の対象とする。
また、試掘及び本掘削における監視員は、埋設物件事故防止
費として普通作業員を夜間延べ9人計上しているが試掘箇所
数の変更や現場条件等により変更 が生じた場合は、北陸地方
整備局と協議のうえ、変更契約の対象とする。
既存埋設物移設想定箇所：2箇所/日 ※延べ9日を想定
なお、試掘に際して、交通の安全確保が必要な場合は、交通
誘導警備員を配置する。なお、交通誘導警備員(交通誘導警
備員Ａ 4人日、交通誘導警備員Ｂ 12人日)を予定している。
（略）

（変更）

（変更）

（変更）

（変更）
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86
様式
G-1

87
様式
G-1

(2) 地質調査
地質調査の実施内容は以下を想定する。

 ア機械ボーリング
(ア)φ66mmボーリング（ノンコアボーリング50m以下、鉛
直下方）
数量：20ｍ 3箇所 (１箇所あたり内訳；砂・砂質土15ｍ
粘性土・シルト5m)
φ86mmボーリング（ノンコアボーリング50m以下、鉛直下
方）
数量：3ｍ 3箇所 (１箇所あたり内訳；砂・砂質土3ｍ)
(イ)サンプリング
共通仕様書に基づき、試料の採取を行う。
①固定ピストン式シンウォールサンプラー 数量：3本（粘
性土（０≦N＜４））
(ウ)サウンディング及び原位置試験
共通仕様書に基づき、サウンディング及び原位置試験を行
う。
①標準貫入試験 砂・砂質土 数量：45回
標準貫入試験 粘土・シルト 数量：15回
（略）

(2) 地質調査
地質調査の実施内容は以下を想定する。

 ア機械ボーリング
(ア)φ66mmボーリング（ノンコアボーリング50m以下、鉛
直下方）
数量：20ｍ 7箇所 (１箇所あたり内訳；砂・砂質土15ｍ
粘性土・シルト5m)
φ86mmボーリング（ノンコアボーリング50m以下、鉛直下
方）
数量：3ｍ 7箇所 (１箇所あたり内訳；砂・砂質土3ｍ)
(イ)サンプリング
共通仕様書に基づき、試料の採取を行う。
①固定ピストン式シンウォールサンプラー 数量：7本（粘
性土（０≦N＜４））
(ウ)サウンディング及び原位置試験
共通仕様書に基づき、サウンディング及び原位置試験を行
う。
①標準貫入試験 砂・砂質土 数量：105回
標準貫入試験 粘土・シルト 数量：35回
（略）

（変更）

（変更）

（変更）

（変更）
（変更）
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(オ)足場仮設
機械ボーリングに必要な機械及び仮設足場の設置撤去を行
う。
①平坦地足場（高さ0.3ｍ超、ボーリング深度 50m以下）
数量：3箇所
(カ)調査孔閉塞 数量：3箇所
調査孔の閉塞を行う。
(キ)環境保全（仮囲い） 数量：3箇所
ボーリングを行う場所等で安全上、環境保全上、囲いが必要
な場合を行う。
(ク)土質・土壌試験
以下の試験項目について、共通仕様書に基づき試験を行う。
・土の密度試験 数量：3試料
※１試料につき３個を基準としている。
・土の含水比試験 数量：3試料
※１試料につき３個を基準としている。
・土の湿潤密度試験 数量：3試料
※１試料につき３個、Ａ法を基準としている。
・土の粒度試験 数量：3試料
※沈降分析（ふるい分析含む）を基準としている。
・土の液性限界試験 数量：3試料
※１試料につき６点を基準としている。

(オ)足場仮設
機械ボーリングに必要な機械及び仮設足場の設置撤去を行
う。
①平坦地足場（高さ0.3ｍ超、ボーリング深度 50m以下）
数量：7箇所
(カ)調査孔閉塞 数量：7箇所
調査孔の閉塞を行う。
(キ)環境保全（仮囲い） 数量：7箇所
ボーリングを行う場所等で安全上、環境保全上、囲いが必要
な場合を行う。
(ク)土質・土壌試験
以下の試験項目について、共通仕様書に基づき試験を行う。
・土の密度試験 数量：7試料
※１試料につき３個を基準としている。
・土の含水比試験 数量：7試料
※１試料につき３個を基準としている。
・土の湿潤密度試験 数量：7試料
※１試料につき３個、Ａ法を基準としている。
・土の粒度試験 数量：7試料
※沈降分析（ふるい分析含む）を基準としている。
・土の液性限界試験 数量：7試料
※１試料につき６点を基準としている。

（変更）
（変更）

（変更）

（変更）

（変更）

（変更）

（変更）

（変更）
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・土の塑性限界試験 数量：3試料
※１試料につき３個を基準としている。
・土の一軸圧縮試験 数量：3試料
※１試料につき２供試体を基準としている。
(ケ)解析等調査
共通仕様書に基づき、解析等調査を実施するものとする。
（ボーリング3本）
・資料整理とりまとめ
・断面図等の作成
(コ)交通誘導警備員
・交通誘導警備員Ａ 数量：１５人日
（略）
・交通誘導警備員Ｂ 数量：１５人日
（略）

 イ解析等業務
(ア)解析等業務
共通仕様書に基づいて、解析等業務を実施するものとする。
（ボーリング３本）

・土の塑性限界試験 数量：7試料
※１試料につき３個を基準としている。
・土の一軸圧縮試験 数量：7試料
※１試料につき２供試体を基準としている。
(ケ)解析等調査
共通仕様書に基づき、解析等調査を実施するものとする。
（ボーリング7本）
・資料整理とりまとめ
・断面図等の作成
(コ)交通誘導警備員
・交通誘導警備員Ａ 数量：３５人日
（略）
・交通誘導警備員Ｂ 数量：３５人日
（略）

 イ解析等業務
(ア)解析等業務
共通仕様書に基づいて、解析等業務を実施するものとする。
（ボーリング７本）

（変更）

（変更）

（変更）

（変更）

（変更）

（変更）
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87
様式
G-1
88

様式
G-1

4. 詳細設計業務
（略）
(2) 設計業務及び設計条件
ア 電線共同溝修正設計
［全体設計］（略）
［各部設計］（略）
設計条件：設計延長1.16ｋｍ（0.58km×2（上下線））、詳
細設計成果あり、市街地（DID地区）
       応力計算 各1ケース
（略）
オ 仮設構造物詳細設計（自立式）
（略）
設計条件：土質調査ごとに１ケース、計３ケース（１ケース
＋類似２ケース）

4. 詳細設計業務
（略）
(2) 設計業務及び設計条件
ア 電線共同溝修正設計
［全体設計］（略）
［各部設計］（略）
設計条件：設計延長2.92ｋｍ（1.46km×2（上下線））、詳
細設計成果あり、市街地（DID地区）
       応力計算 各1ケース
（略）
オ 仮設構造物詳細設計（自立式）
（略）
設計条件：土質調査ごとに１ケース、計7ケース（１ケース
＋類似6ケース）

（変更）

（変更）
（変更）
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90
様式
G-1
94

様式
G-1

101
様式
G-1

第3章  工事業務
1. 基本事項
（略）
(18) 法定外の労災保険の付保
本工事において、工事業務を行う事業者は法定外の労災保険
に付さなければならない。
（略）
4. 整備工事業務（特記事項）
（略）
(22) 交通管理
本工事の交通管理には、交通誘導警備員(交通誘導警備員Ａ
300人・日、交通誘導警備員Ｂ 300人・日)を予定してい
る。なお、交通管理者等関係機関との協議により交通処理方
法等の変更が生じた場合は、事業者は北陸地方整備局に報告
するものとし、設計変更の対象とする。
（略）

第3章  工事業務
1. 基本事項
（略）
(18) 法定外の労災保険の付保
本工事において、（追加）事業者は法定外の労災保険に付さ
なければならない。
（略）
4. 整備工事業務（特記事項）
（略）
(22) 交通管理
本工事の交通管理には、交通誘導警備員(交通誘導警備員Ａ
700人・日、交通誘導警備員Ｂ 700人・日)を予定してい
る。なお、交通管理者等関係機関との協議により交通処理方
法等の変更が生じた場合は、事業者は北陸地方整備局に報告
するものとし、設計変更の対象とする。
（略）

（追加）

（変更）

103
様式
G-1
104
様式
G-1

(35) その他
（略）
イ コリンズへの位置情報の入力
（略）
起点 新潟県新潟市中央区新光町地先
   緯度 37°53’ 57” 経度 139°01’ 20”
（略）

(35) その他
（略）
イ コリンズへの位置情報の入力
（略）
起点 新潟県新潟市中央区美咲町一丁目地先
   緯度 37°53’ 30” 経度 139°01’ 07”
（略）

(変更）
(変更）
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105
様式
G-1
106
様式
G-1

107
様式
G-1

108
様式
G-1

第5章  維持管理業務
1. 基本事項
（略）
(2) 業務期間
維持管理業務の期間は、事業者が北陸地方整備局に電線共同
溝を引渡した日（令和13年3月末）より、令和29年3月末日ま
でとする。
（略）
3. 台帳作成・管理業務
（略）
(1) 一般事項
台帳作成・管理業務は、事業者が北陸地方整備局に電線共同
溝を引渡した日より１年以内に維持管理対象施設に係る管理
台帳を作成することを目的に行うものとする。
(2) 業務期間
台帳作成・管理業務の期間は、事業者が北陸地方整備局に電
線共同溝を引渡した日より、１年後までとする。
（(2)業務期間を追加し、以降の番号を繰り下げ）
（略）

第5章  維持管理業務
1. 基本事項
（略）
(2) 業務期間
維持管理業務の期間は、事業者が北陸地方整備局に電線共同
溝を引渡した日（令和13年3月末）より、令和35年3月末日ま
でとする。
（略）
3. 台帳作成・管理業務
（略）
(1) 一般事項
台帳作成・管理業務は、（追加）維持管理対象施設に係る管
理台帳を作成することを目的に行うものとする。

（追加）
（略）

（変更）

（追加）

（追加）
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108
様式
G-1

4. 維持管理業務に係る調整業務
（略）
(2) 業務期間
維持管理業務に係る調整業務は、事業者が北陸地方整備局に
電線共同溝を引渡した日より、２年後までとする。
（(2)業務期間を追加し、以降の番号を繰り下げ）
（略）
(4) 要求水準
（略）
イ 業務の範囲
工事完了後に行う入線及び抜柱に関する業務範囲を下表に示
す。事業者は、設計した連系設備整備、入線及び抜柱までを
計画的に実施するため、占用業者等及び関係機関と実施工程
の調整及び管理を行い、（削除）年度の上半期中に翌年度の
実施箇所や実施時期を北陸地方整備局と調整すること。申請
許可等の手続き及び実施に関する業務は北陸地方整備局と占
用業者等で直接行う。
（略）

4. 維持管理業務に係る調整業務
（略）
（追加）

（略）
(4) 要求水準
（略）
イ 業務の範囲
工事完了後に行う入線及び抜柱に関する業務範囲を下表に示
す。事業者は、設計した連系設備整備、入線及び抜柱までを
計画的に実施するため、占用業者等及び関係機関と実施工程
の調整及び管理を行い、各年度の上半期中に翌年度の実施箇
所や実施時期を北陸地方整備局と調整すること。申請許可等
の手続き及び実施に関する業務は北陸地方整備局と占用業者
等で直接行う。
（略）

（追加）

（削除）
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表紙 入札時積算数量図面書【再公告】 入札時積算数量図面書（追加） （追加）

3

（変更）

4

（変更）

入札説明書 添付９ 入札時積算数量図面書 新旧対照表
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8

（変更）

9

（変更）

12
～
39

工事数量総括表：事業区間変更に伴い数量全体を修正した。 －
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44

（変更）

47
～

106
図面：作成年月日 令和5年11月 図面：作成年月日 令和5年9月 （変更）
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表紙 見積参考資料【再公告】 見積参考資料（追加） （追加）

共通 事業区間変更に伴い数量全体を修正した。 －

93

１）点検・補修業務
①日常点検

維持管理業務開始後、年度毎に１回（定期点検を行う年度
は日常点検は実施しない）、合計13回を想定している。

②定期点検
維持管理業務開始後５年目の年度を初回とし、5年に１

回、合計3回を想定している。

１）点検・補修業務
①日常点検

維持管理業務開始後、年度毎に１回（定期点検を行う年度
は日常点検は実施しない）、合計18回を想定している。

②定期点検
維持管理業務開始後５年目の年度を初回とし、5年に１

回、合計4回を想定している。

（変更）

（変更）

入札説明書 添付10 見積参考資料 新旧対照表
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表紙 法人事業概況説明書【再公告】 法人事業概況説明書（追加） （追加）

頁 新 旧 備考

表紙 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表【再公告】 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表（追加） （追加）

頁 新 旧 備考

表紙
第三者により賃上げ実績を確認できる場合の書類提出方法・
具体的な例【再公告】

第三者により賃上げ実績を確認できる場合の書類提出方法・
具体的な例（追加） （追加）

入札説明書 添付11 見積参考資料 新旧対照表

入札説明書 添付12 見積参考資料 新旧対照表

入札説明書 添付13 見積参考資料 新旧対照表
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